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Ⅰ．はじめに 

日本国内については、人口減少・高齢化等の構造的な問題を抱えており、昨今の物価高騰

や人手不足等の影響も加わり、足元の地域経済では、引き続き厳しい環境に置かれた事業者

が数多く存在している。そのような中において、金融機関は、地域経済の要として事業者を

支えることを通じ、地域経済の成長に貢献していくことが期待されている。そのためには、

金融機関の職員は、事業者が抱えている課題を的確にとらえ、付加価値の高い支援を提供す

ることが望まれている。 

 

金融庁では、2021（令和３）年より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小

規模企業者が多く存在しており、その経営を金融機関等の若手・中堅の現場担当者が、効率

的かつ効果的に改善支援を実践するために必要となる、実務者の知見やノウハウを取りま

とめる委託事業を検討してきた。 

 これまで、令和４年度に実施した「業種別の経営改善支援の効率化に向けた委託調査」（委

託先：公益財団法人 日本生産性本部）1、令和５年度に実施した「業種別支援の着眼点の拡

充や普及促進に向けた委託事業」（委託先：メディアラグ株式会社）2において、金融機関等

の現場職員が経営改善支援を実践するための初動対応の際に活用可能な、業種別の特性を

踏まえた、『業種別支援の着眼点』（以下、「着眼点」という）を、有識者会議（「業種別研究

会」の意見も参考として取りまとめた。 

そして、令和６年度は、「業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業」にて、

更なる業種の拡大や内容の更新に加え、金融機関等での実務目線での活用に向けた動画の

作成など、普及促進策を後押しした。 

また、令和 6 年度に実施した「『業種別支援の着眼点』に関するアンケート調査の結果」

3において、「着眼点」の認知は高い結果となり、一定の普及が認められたものの、現場職員

においては、人材育成にも通ずる実務や研修により活用できるようなコンテンツの拡充

（「支援事例の追加」や「運転資金や設備投資等の業種別の考え方」、「財務情報を含むケー

ススタディの追加」など）が、「着眼点」の理解の深掘りや普及をさらに促進していくため

に必要との回答が寄せられた。 

 令和７年度では、金融機関等の現場職員からの声に対応する補足資料を制作することで、

より一層の普及により、金融機関による事業者支援能力の向上を目指して、活動を進めてき

た。 

 

 
1 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230330_2/0330gyosyubetu_report.pdf 
2 https://www.fsa.go.jp/policy/chuukai/240329gyousyubetu_report.pdf 
3 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250326/0326gyosyubetsu_quetionnaire.pdf 
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図表 1 「着眼点」にあったらよいと思われるもの（複数回答可） 

出典：令和 6 年度「業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業」 

『業種別支援の着眼点』に関するアンケート調査の結果（抜粋） 
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Ⅱ．事業実施報告 

本事業では、令和４年度から継続している本事業について、更なる普及促進を通じて、金

融機関等の現場職員における事業性の理解や事業者支援能力の向上に向けた後押しを目的

としている。 

再生実務業務や地域金融に造詣が深い有識者や地域金融業界の代表者 10名から構成され

る有識者会議である「業種別支援手法に係る研究会（以下、業種別研究会という）」（「Ⅳ．

参考資料」１．参照）より、幅広いご意見を賜りながら、より若手・中堅の金融機関担当者

が活用しやすく、またステップアップできるような手法等について、ご意見をいただいてい

る。 

令和 6 年度までの事業活動及び業種別研究会での議論をもとに、令和 7 年度事業におい

ては、以下の問題意識にて事業を進めてきた。 

・ 「着眼点」の普及をより一層進めていくためには、「地域や組織主導の勉強会」を定着

させ、地域や個別金融機関が自ら継続的に勉強会を開催していくことが望まれる。そ

のためには、地域や個別金融機関が勉強会に取り組みやすくなるよう、若手職員や講

師役の立場に立った教材や運営方法を示していくことが必要となる 

・ 上記を実現するにあたり、地域や金融機関等における勉強会の実施内容や、事業者支

援能力に関する人材育成アプローチの情報を広く収集し、今後の取組みの参考とする 

これらを実現させ、金融機関等による継続的な人材育成の「自走化の後押し」となるよう、

下記１～２の事業を実施した。 

 

図表 2 令和７年度事業での主な取組内容 
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１．「着眼点」の普及促進 

 今年度事業の取組について、項目ごとに記載していく。 

 

1.1 名称と再構成について 

（１）名称について 

令和６年度の業種別研究会において、「2026 年５月には、事業性融資推進法及び企業価値

担保権が施行することになる。中小企業における業種別の特徴や事情などが掲載されてい

る「着眼点」は、金融機関職員にとって、事業性の理解や支援手法などの基礎的なリテラシ

ーの向上や理解方法を考える上で、同法とも親和性が高いものである」旨の発言があった。 

事業性の把握や事業者支援のポイントは、ご意見の通り、同様であると考えらえるが、他

方で、金融機関の現場からは“支援≒経営改善や再生支援”というイメージが強いという発言

もあった。 

そこで、より広い範囲に本事業や「着眼点」の主旨が正しく理解されることが重要である

ことから、令和７年度の第 2 回業種別研究会にて、論点として「着眼点」の名称変更を取り

上げた。 

業種別研究会においては、「これまでの活動において、認知度の高い名称であることから

も、継続が望ましい」、「新施策に合わせた名称変更も一案である」などの様々な意見が出た。

これらの頂戴した意見を踏まえ検討を進めたところ、以下の理由にて、名称はそのままにサ

ブタイトルを付す形となった。 

・ 利用者にとっても認知度の高い名称を継続する方が合理的であること 

・ 当初コンセプトにも掲載があるように、中小企業の事業性評価に関する理解を深めて

いくことと、企業支援における経営状況や課題の把握については同様のアプローチで

あること 

・ サブタイトルにより、利用目的を明確に示すことで、事業性融資の推進や企業価値担

保権に係る関連性を示すことができること 

 

 

「業種別支援の着眼点」～事業性の理解と経営改善の視点～ 
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（２）本編の再構成について 

 「着眼点」は、これまでの事業において、本編及び AI 音声読み上げ動画、事業者インタ

ビュー動画、金融機関における取組事例集、勉強会の運営ノウハウ集などの多様なコンテン

ツが作成され、それらは金融庁の特設サイト4にまとまって掲載されている。 

「着眼点」本編については、令和４年度に 5 業種および全業種共通等、５年度に追加３業

種、６年度は追加２業種と年次で「着眼点」業種を拡充され、これまで全 10 業種及び全業

種共通等が公表されてきた。しかしながら、業種の拡充とともに、頁数も増加していること

や、全体を利用する場合には整理が十分でないという指摘もあった。そこで、本事業では、

これまでの公表してきた 10 業種について、業種の特性や関連性、視認性等に基づき、「着眼

点」の完成版として、再構成することにした。 

 

図表 3 「着眼点」本編の再構成 

 

 

 

 

  

 
4 https://www.fsa.go.jp/policy/chuukai/gyousyubetu.html 
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1.2 逆引き着眼点 

2023（令和５）年３月の公表以降、業種別の知見やノウハウ等を取りまとめた「着眼点」

は、金融機関に広く認知されてきた。金融機関への認知は高いものの、金融機関の若手や中

堅職員の一部からは、「支援実務をやっていない」、「もっと融資推進等にも使えるもの」、「業

務が多忙であり勉強する暇がない」など、実務に寄り添った付属資料を検討してほしいとい

う声があった。また、令和６年度のアンケート調査結果においても、金融機関の現場職員の

声を聴いたところ、特に多かった要望が「運転資金や設備投資等の業種別の考え方」であっ

た。 

「着眼点」は、訪問前の準備や訪問時の深度ある対話などにフォーカスすることで、「着

眼点→実務（事業をわかったうえで、融資や支援）」という流れにあった。事業を理解して

から、融資相談を受けるケースだけでもないため、金融機関の担当者が通常の融資業務で活

用できるような、中小企業の融資案件の実情に合わせた補助資料の作成を検討することに

なった。「通常の融資案件や営業推進業務」などから、「着眼点」を活用することで、「目利

き力」を高めてほしいというアプローチである。 

そこで、「逆引き着眼点」は、若手職員が融資案件に取り組む際の留意点や、融資アプロ

ーチの基本形、代表的な資金や業種別のポイントを取りまとめたものである。“融資相談（「逆

引き着眼」）をきっかけに「着眼点」を逆引き活用することで事業性の理解等を進めていく”

ものとした。 

レベル感としては、融資担当役席者などが、若手職員の案件指導の際に活用することを想

定している。資金を、運転・一時・設備・赤字補填に分類し、その関係性や業種別に発生す

る代表的な資金ニーズや、それら資金ニーズにおける確認点についてまとめている。 

業種別研究会においても、「現場の人たちが欲しいニーズに直結している」、「融資実務と

『着眼点』がつながる」といった声を得ており、「逆引き着眼点」は「着眼点」本編で学ん

だ内容を融資実務に繋げることができるツールとなっている。 

 



 

7 

図表 4 活用イメージ 

 

 

図表 5 資金の関係性のイメージ 
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1.3 取組事例 

 令和６年度のアンケート調査結果で、最も多い要望が「支援事例の追加」であった。この

要望に応えるため、今年度は「着眼点」の特設サイトで事例を募集し、全国の金融機関や信

用保証協会に事業性融資や事業者支援に係る取組みについてヒアリングを行った。 

取組事例においては、支援事例のみならず、倒産事例や、金融支援を中心とした実務的な

事例も新たに追加した。編集にあたっては、若手や中堅職員が理解しやすいように、「担当

者としてどう感じたのか？」や、その判断に至る背景等、現場における実践的な事例として

掲載するとともに、「着眼点」の関連ポイントについても併せて解説している。 

 

図表 6 全 17 件の取組事例を掲載 
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図表 7 融資手法の解説 

 

 

図表 8 「着眼点」のポイント解説 
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1.4 ケーススタディ・ティーチングブック 

「着眼点」を一つのアプローチとして、金融機関職員の支援能力や「目利き力」を向上さ

せるためには、地域や組織における継続的なフォローアップが欠かせない。そのため、本事

業においては、地域や組織での自走化に向けた研修や勉強会が実施しやすくなるよう、環境

整備として効果的なコンテンツを研究してきた。また、個別金融機関における勉強会の実施

については、講師担当者の資料作成における負担も大きいという意見もあった。 

令和６年度事業において、A.飲食業、B.建設業、C.小売業と製造小売業の３つのケーススタ

ディを作成し、公表したところ、勉強会の参加者からも好評であり、また業種別研究会にお

いても、「企業を比較することで、理解が深まる」、「講師がケースを作成する手間が省ける」、

「こちらを参考に次の事例を考えることができる」など、効果的な取組みであるとの評価を

得た。一方で「さらにケースを増やしてほしい」や「ケーススタディの意図する部分につい

て、正解ではなくとも、ヒントになるものを示してはどうか」という意見もあった。 

そのような経緯もあり、今年度はワークショップ向けのケースを追加した。前年度の取組

みを発展させ、全８ケースの「ケーススタディ」を作成した。ケースには、AI を活用した

調査や融資判断等をケースに取り入れることで、議論が活発化することを狙っている。 

なお、参加者には、ケースを通じて、正解ではなく、事象から読み取れる可能性を自身で

考え類推することを重視してもらうものとした。また、講師が幅広い解説をできるように、

新たに「ティーチングブック」を用意した。 
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図表 9 ケース別のグループワークにおけるポイント 

ケース ポイント 

A【飲食業①】 

身近な飲食店（イタリアン）を題材とし、「２つの店舗を引

き継ぐとしたらどちらを選ぶのか」とすることで、自身の

経験も踏まえて自分事として検討する。 

B【飲食業②】 

地方都市の人気飲食店（ハンバーガー屋）を題材とし、待

ち時間が発生する理由を考察することで、どこがボトルネ

ックになっているのかを検討する。 

C【小売業・製造小売業】 

事業者インタビュー動画を活用し、同じ「靴販売」でも、

小売業と製造小売業では、ビジネスモデルや儲けのポイン

トが違うことについて検討する。 

Ｄ【建設業】 

地方の建設業でよくある３パターン（土建業・総合建設業・

造園業）を比較し、それぞれの業態のビジネスモデルや特

徴を検討する。 

Ｅ【介護業①】 
AI を活用して、介護業界の現状と課題について調査・整理

する。 

Ｆ【介護業②】 

介護事業経営実態調査結果を活用し、通所介護における収

益モデルに関して、ビジネスモデルの特徴などを検討す

る。 

Ｇ【宿泊業①】 

シティホテルとビジネスホテルのタイプの異なる宿泊業

から融資相談を受けた際に、実態把握のためにどのような

質問をするか検討する。 

Ｈ【宿泊業②】 

売上が低下するビジネスホテルに対し、収益改善に向け

て、指標を活用して客室稼働率あるいは客室単価を高める

方策を検討する。 
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図表 10 Ｇ【宿泊業①】ケーススタディ（１ページ目） 

 

 

図表 11 Ｇ【宿泊業①】ケーススタディ（２ページ目） 
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図表 12 Ｇ【宿泊業①】ティーチングブック 
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1.5 その他 

（１）勉強会の実施 

令和８年１月、金融庁では、「『着眼点』を活用した企業価値担保権に係る勉強会」を企画・

実施した。令和８年５月施行の企業価値担保権に向けて、金融機関の実務者目線から、どの

ような案件が想定できるのか、また、「着眼点」の目線を活用した場合、どのようなコベナ

ンツや管理ポイントがあるのかといった点について、実務者同士の意見交換の場として企

図されたものである。全３回の勉強会（１/23・１/26・２/20）を開催し、187 機関（240 名）

が参加した。 

 

図表 13 勉強会参加機関数及び参加者数 

 参加機関数 参加者数 

地方銀行 42 機関 49 名 

第二地方銀行 24 機関 30 名 

信用金庫 96 機関 128 名 

信用組合 20 機関 25 名 

その他 5 機関 8 名 

合計 187 機関 240 名 

 

図表 14 勉強会案内リーフレット 

     

 



 

15 

（２）情報発信 

当社ウェブサイトに「着眼点」専用サイトを構築し、「取組事例」の収集・公開、「ケース

スタディ」の収集・公開、「金融機関における効果的な学習手法や研修方法」の収集をタイ

ムリーに行った。 

 

・「着眼点」専用サイトの運用（令和 7 年 6 月～令和 8 年３月） 

・地域金融機関などの「取組事例」を公募（令和 7 年６～８月） 

・地域金融機関などの「ケーススタディ」を公募（令和 7 年６～８月） 

・地域金融機関などの「効果的な学習手法や研修方法」を公募（令和 7 年６～８月） 

・地域金融機関などにおける「取組事例」の公開（令和７年 11 月） 

・地域金融機関などにおける「ケーススタディ・ティーチングブック」の公開（令和７年 11

月） 
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２．効果的な勉強会実施に係る研究 

2.1 効果的な勉強会の実施状況 

前述したとおり、金融機関職員の支援能力や「目利き力」を向上させるためには、地域や

組織における継続的なフォローアップや研修の実施が欠かせない。また、それらの研究や勉

強会が、現在どのような状況にあり、効果的な勉強会等がどのように実施されているのかに

ついて、調査研究をした。 

 

令和 7 年度は、事業性評価や、基礎的な支援力向上につながる継続的な取組みとして、人

材育成を効果的に実践している金融機関等を取材し、より効果的な勉強会の実施手法につ

いて研究してきた。 

 

（調査対象） 

・ ウェブサイトでの募集 

・ 全国の金融機関や信用保証協会等で「着眼点」を活用した研修を実施した組織 

・ 「着眼点」以外でも、職員の「目利き力」向上に向けた取組みを継続している組織 

・ 特徴的な人材育成に関する取組み 

 

一部で全体を語るわけにはいかないが、比較的多くの金融機関等では、事業性融資や支援

能力の向上など、中小企業に関する知見や業種に関する知識の共有、支援スキルの伝達など

いわゆる「目利き力」向上に向けた勉強会や研修などが、継続的に実施されていない状況に

あった。（大規模金融機関では体系的な研修専門の子会社があるところもあった。） 

組織内においても、ベテラン職員のノウハウの承継が進んでいないケースも見受けられ

たが、多くの場合には、「業務範囲が広がり、必要な研修が増えたこと」、「職務別・階層別

の研修が多いこと」、「研修の代わりに自己学習という形で職員のやる気に一任されている

こと」があった。なお、組織内で勉強会を実施できる講師役となる職員が不足している状況

もあった。 

今年度、複数の金融機関や信用保証協会を訪問し、研修体系や研修内容、対象者、目的、

その背景などについて、ヒアリングしてきたところ、効果的な取組みを実施しているところ

では、以下のような共通点があった。 

 

・ 融資実務との関連性（活用機会）を考慮し、勉強会の学びを実践する仕掛けがある 

・ 組織内のキーマン（融資実務経験があり事業理解のツールとして「着眼点」が有効と

認識）が推進している 
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ヒアリングからは、勉強会を継続するポイントとして、「各組織の人材育成担当者や研修

講師が勉強会の効果を説明できること」、「勉強会の効果を測るには、参加者の行動変容（行

動が変わり業務に活用）の確認が有効であること」を確認した。 

 

図表 15 効果的な取組みの共通点 
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2.2 効果的な勉強会の取組例 

（１）取組例１：座学と実地の組合せ 

「着眼点」を理解する『座学』と支援先企業の視察や経営者ヒアリングを行う『実地』

を組み合わせた勉強会を実施することで、業務に直接関連付け、勉強会での学びを即実践

する機会をつくっている。 

ポイントとしては、以下のような点が挙げられる。 

〇 「着眼点」を実務に活かすことに主眼を置いて勉強会を企画している 

〇  参加は挙手制とし、主体性をもって勉強会に参加するよう促している 

〇  組織内の中小企業診断士もメンター役として参加し、知見の共有を図っている 

 

図表 16 中国地区信用保証協会の取組例 
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（２）取組例２：キーマンによるカリキュラム策定・財務との組み合わせ 

キーマンがカリキュラムを策定し、業務に直結する「財務」と組み合わせた勉強会を実

施しており、参加者の興味を引くように、座学と演習を組み合わせている。 

ポイントとしては、以下のような点が挙げられる。 

 〇  勉強会を通じて、営業店と本部の関係性（意思疎通）が向上している 

〇  取引先と関連が多い業種を教材に取り入れ、参加者の関心と参加意欲を高めている 

〇  財務と「着眼点」を組み合わせることで、融資稟議等での論理的な説明力が向上し

ている 

 

図表 17 四国地区地方銀行の取組例 

 

 

カリキュラム

実施回 科目① 科目②

第１回 融資の原則、債権書類 事業者⽀援

第２回 決算書の見方 業種別⽀援の着眼点（座学）

第３回

第４回 不動産調査 業種別⽀援の着眼点（グループワーク①）

第５回 キャッシュフロー計算 事業性評価①

第６回

第７回 ヒアリング⼿法 業種別⽀援の着眼点（グループワーク②）

第８回 事業性評価③ 発表資料作成

第９回 債権回収 事業再生

第１０回 卒業試験 発表

財務分析、財務システム活用

事業性評価②
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（３）取組例３：組織的な取組みと効果測定の実施 

 組織の人材育成方針として「知的資産経営」の取組みの推進を発信（取組みを 15 年以

上継続）している。また、勉強会の効果を定量的に整理し、組織の内外に説明できるよう

にしている。 

ポイントとしては、以下のような点が挙げられる。 

〇 取引先の「企業概況カード」､「課題把握シート」､「知的資産経営報告書」等を整 

備して支援を実施している 

〇「知的資産経営」を取り入れた取引先の「ランクアップ率」､「売上高・利益」、｢貸

出金」などの推移を整理している 

〇 外部講師の活用により勉強会の品質を維持している 

 

図表 18 近畿地区信用金庫の取組例 
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（４）取組例４：キーマンが講師となり独自の資料を作成 

キーマンが講師となり、「着眼点」をカスタマイズして、自身の知見や実務経験を取り

入れ勉強会を実施している。 

ポイントとしては、以下のような点が挙げられる。 

〇 取引先の決算数値等も加えて、独自のケーススタディや解説資料を作成している 

〇 講師には資料作成の負担が大きいため、ケーススタディ等の追加ニーズがある 

 

図表 19 東北地区地方銀行の取組例 

 

 

図表 20 関東地区信用組合の取組例 
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Ⅲ．総括 

１．自走化に向けた環境整備 

今年度は、金融機関等による継続的な人材育成の「自走化の後押し」をテーマとして事業

を進めてきた。より「着眼点」を活用しやすくなるよう、関連性や視認性等を改善し、本編

の再構成を行った。若手職員向けには、事業者から融資相談を受けた際の資金別・業種別の

ポイントをまとめた「逆引き着眼点」を整備した。加えて、講師向けの資料については、こ

れまで講師役が担ってきた研修資料の準備などの負荷軽減や、研修企画から実施までの時

間短縮を企図し、「取組事例」や「ケーススタディ・ティーチングブック」を作成した。こ

れらは人材育成に活用できるツールであり、一つの型として公開予定である。今後は、これ

らの型をベースに、ＡＩなどを活用することで、効率的にパターンを増やすことも可能とな

り、人材育成に取り組みやすい環境を整えられたのではないかと考えている。 

 

図表 21 自走化に向けた環境整備状況 

  

全体 84.5％
営業店実務 79.2％
営業店20代 76.9％

本編（全業種共通・業種）

全体 13.2％
営業店実務 7.5％
営業店20代 6.2％

事業者インタビュー動画

全体 6.7％
営業店実務 2.9％
営業店20代 1.5％

勉強会ＫＩＴ／ＴＩＰＳ

全体 30.3％
営業店実務 21.8％
営業店20代 20.0％

地域金融機関等の活用事例

全体 24.7％
営業店実務 15.3％
営業店20代 10.8％

本編読み上げ動画

全体 30.1％
営業店実務 19.5％
営業店20代 13.8％

教えて、ノウハウ先生

赤文字：Ｒ６年度のアンケート結果

取組事例 ケーススタディ・
ティーチングブック

逆引き着眼点

Ｒ
６
ま
で
の
成
果
物

Ｒ
７
の
成
果
物

若手職員向け 講師役向け

Ｒ７年度
本編の再構築
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２．実務と関連させた勉強会・研修 

今年度は、事業性評価や、基礎的な支援力向上につながる継続的な取組みとして、人材育

成を効果的に実践している金融機関等を取材し、より効果的な勉強会・研修の実施手法につ

いて研究してきた。「着眼点」の認知度は高いものの「着眼点」を活用した勉強会・研修の

実施は落ち着きをみせており、「目利き力」向上に向けた人材育成は限定的であることも明

らかとなった。一方で、効果的な勉強会・研修を実施している金融機関の共通点として、「①

融資実務との関連性（活用機会）を考慮し、勉強会の学びを実践する仕掛けがあること」、

「②組織内のキーマン（実務経験があり事業理解のツールとして「着眼点」が有効と認識）

が推進していること」はすでに述べた通りである。 

また、知識をつけるためだけの勉強会や、単発で終わってしまい継続性のない勉強会も散

見されるなか、座学やグループワークで学んだ「着眼点」のポイントを、自分自身のお客様

先で実践し、一定期間経過したのちに再度結果を持ち寄って振り返りを行う研修などは、研

修受講者にとって効果的な取組みであると考えられる。このような学びの効果を業務で実

感できる仕掛けが、今後も重要なポイントとなるのではないか。 

 

図表 22 実務につながる研修の取組例 
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３．今後の取組みについて 

前述した内容を踏まえ、金融機関等による継続的な人材育成の「自走化の後押し」をより

強化していく取組みが有効と考えられる。例えば、「着眼点」を知った金融機関等の職員が、

より具体的に学びたいと感じられるプロモーションである。「着眼点」という言葉は聞いた

ことがあるものの、具体的な内容を知らないという若手職員に興味を持ってもらうような

コンテンツや、効果的な勉強会・研修の取材をする中で「着眼点」の講師役を務めている方々

からの意見も多かった、補足資料などが考えられる。 

また、各地域の機関と、財務なども組み合わせた新たな切り口による「着眼点」の勉強会

も有効ではないか。今年度新たに加わった「逆引き着眼点」や「取組事例」、「ケーススタデ

ィ・ティーチングブック」といったサブコンテンツも活用することで、より効果的な勉強会・

研修になると考えられる。 

昨年末に金融庁では、「地域金融力強化プラン」が取りまとめられているが、金融機関が

地域企業の早期の経営改善支援を含めて、融資先企業の価値向上のための取組みを加速し

ていくことが、引き続き求められている。また、本年５月 25 日に施行される事業性融資推

進法、企業価値担保権制度でも、融資先企業の事業内容や、その将来性に対する「目利き力」

を高めていくことの重要性が改めて認識されている。 

「着眼点」は、事業者支援のみならず、融資の際に融資先企業の事業性に対する理解促進

や、経営改善にも幅広く活用できるものであるが、それを担う職員の「目利き力」の養成に

は継続的な取組みが必要である。 

本事業は、事業者支援能力の向上や事業者支援の推進の出発点となるものであり、現場レ

ベルで具体的に活用できる取組みであるため、改めてその重要性とともに、さらなる普及が

望まれる。このような取組みを通じて、各金融機関の人材育成に向けた取組みを後押しして

いくことが、事業性融資の推進等による地域経済の活性化にもつながっていくと考えられ

る。 

 

 

以上  
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Ⅳ．参考資料 

1. 令和７年度「業種別支援手法に係る研究会」 

1.1 開催概要 

 

第１回 業種別支援手法に係る研究会（業種別研究会） 

開催日時：令和７年 6 月 25 日（水）13:00～14:30 

開催方法：オンライン（Teams) 

 

第２回 業種別支援手法に係る研究会（業種別研究会） 

開催日時：令和７年 10 月 23 日（木）10:30～12:00 

開催方法：オンライン（Teams) 

 

第３回 業種別支援手法に係る研究会（業種別研究会） 

開催日時：令和８年２月２日（月）15:30～17:00 

開催方法：オンライン（Teams) 
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1.2 委員・オブザーバ一覧 

【委員】 

座長 家森 信善  神戸大学 経済経営研究所 教授 

 荒波 辰也 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 元代表取締役専務 

 池上 孝人 福岡県信用保証協会 企業支援部 部長 

 伊藤 公一 千葉銀行 企業サポート部 企業コンサルティング室 審査役 

 伊藤 雅人 愛媛銀行 審査第一部 次長 

 鈴木 学 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー 

 野田 淳嗣 横浜信用金庫 常務理事 

 水野 浩児 追手門学院大学 経営学部 経営学科 教授 

 宮入 智孝 大東京信用組合 融資部 部長 

 渡邊 准 株式会社地域経済活性化支援機構 代表取締役社長 

 

【オブザーバー】 

 株式会社商工組合中央金庫 

 一般社団法人全国信用金庫協会 

 一般社団法人全国信用組合中央協会 

 一般社団法人全国信用保証協会連合会 

 一般社団法人全国地方銀行協会 

 一般社団法人第二地方銀行協会 

 株式会社日本政策金融公庫 

 内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 

 中小企業庁 事業環境部 金融課 
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1.3 議事録 

（１）第１回業種別支援手法に係る研究会 

日時：令和７年６月 25 日（水）13 時 00 分～14 時 30 分 

場所：オンライン 

 

〇事務局 

 ただいまより、令和７年度「第１回業種別支援手法に係る研究会」を開催します。お忙し

い中、本研究会にご参加いただき誠にありがとうございます。 

 本研究会は、金融庁の「業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業」として、

主に「業種別支援の着眼点」（以下、『着眼点』）について、ご検討をお願いするものでござ

います。 

 続きまして、開会の挨拶を頂戴いたします。 

 

○金融庁 

 開会にあたって一言ご挨拶申し上げます。 

 本研究会も今回で４年目となります。お忙しい中多くの皆様に引き続きお力添えいただ

き、大変感謝しております。各業界からご参加されている皆様にもとりわけ実践的なご知見、

ご意見を補足いただいており、重ねて御礼申し上げたいと思います。この研究会の成果物で

ある「業種別支援の着眼点」ですが、昨年までで 10 業種まで拡充することができました。

私ども金融庁のウェブサイトの特設ページで、様々なインタビューの動画や補足資料など

の幅広い資料を公表出来ておりまして、そういう意味では情報のインフラとして、概ねカバ

ー出来ているのかなと感じているところです。 

 昨年、金融機関の皆様向けのアンケートをさせていただいたのですが、この『着眼点』の

認知率ももう 8 割で、全体としては金融機関で働かれている皆様から好意的なお声もいた

だいているということで、皆様のおかげもあり、現場のニーズに合致したものとして、これ

までやれてきているかと思っております。また、昨年頃からでしょうか、地域金融機関でこ

の『着眼点』を人材育成にも活用していただいているという声を聞くことも増え、民間の出

版社からも『着眼点』を活用したコンテンツというものが出てきております。このようにこ

のプロジェクトは非常に順調に発展してきているところでございます。３年間にわたり、組

織で講師役を担っていただく金融機関の皆様に講師養成の勉強会もやってまいりましたが、

これも１万名以上が研修を受けていただいていることも分かりました。この『着眼点』が

色々な事業者支援や「目利き力」の向上に向けたツールとして、いいきっかけになっている

のかなと思っております。 

 さらに広げていくためには、これまでも昨年の研究会でもご意見がございましたが、講師

の方の負担を削減出来るような資料やより効果的な手法なども、さらに開発出来ると良い

段階になってきているのかなと思います。今年度も引き続きその活用に向けた自発的な動
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きなどをサポートするため、皆様のご知見を引き続きお借りできればと思いますので、何卒

よろしくお願いします。私からは以上でございます。 

 

〇事務局 

 それでは、議事に移ります。 

 最初に事務局から昨年度までの取組みの振り返りと今年度の取組み方針をご説明した後、

本日皆様にご検討いただきたい論点について、ご説明申し上げます。委員の皆様には、各論

点についてご意見を頂戴できればと存じます。 

 

○座長 

 『着眼点』は皆様のおかげで、かなり評判が良く、地域金融の現場に定着しつつあるとい

うことかと思います。今年度は一層の広がりを実現するということと、やがては官が関与せ

ず、民だけで人材育成の好循環につながるようなアイデアを皆様からいただきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料３ 事務局資料に基づいて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

 それでは、資料３ 事務局資料について、事務局より昨年度までの取組みと今年度の取組

み方針についてご説明申し上げます。 

 ３スライド目をご覧ください。 

 これまでの『着眼点』の拡充についてです。『着眼点』は若手職員等が事業者支援の初動

で活用できるよう基礎的なレベルをコンセプトとしており、完結で分かりやすいものにな

るよう心掛けて制作してまいりました。令和４年度から令和６年度にかけて本編は 10業種、

読み上げ動画や事業者インタビュー動画など付属コンテンツも公表してきました。コンテ

ンツはすべて金融庁の特設ページにも掲載しており、アクセス数は累計約５万件、本編のダ

ウンロードも累計約１万５千件という状況になっております。 

 ４スライド目をご覧ください。 

 『着眼点』を普及させていく取組みとして、特に効果が高いと考えているのが、地域や組

織で“講師役”を養成する「講師向け勉強会」です。これまで 265 機関、延べ 534 名が受講

されました。結果、金融機関での研修や勉強会を受講した人数は、約１万名を超えている状

況です。また、全国の中小企業支援ネットワークや財務局等主催の説明会へ金融庁職員を派

遣するといったことも行っております。 

 ５スライド目をご覧ください。 

 左グラフは昨年度事業で実施したアンケート調査結果です。『着眼点』に係る研修・勉強

会の取組みについて、実施済みが４割、うち半数が継続した実施を予定しているという結果

になりました。こちらは業態別に見ても大きな差はありませんでした。また、金融機関等の
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活用についても、令和５年度と令和６年度で同じ金融機関等に調査した結果、認知させる取

組みから、研修を内製化したり、地元企業を題材に研修を実施したりと、活用・浸透に進展

している事例も見られています。 

 ６スライド目をご覧ください。 

 『着眼点』の新たな取組みと民間への広がりについて、紹介しております。1 点目では、

毛織物について「繊維業の着眼点」をワークショップにて作成しております。これは繊維業

が地域事業者数の１割程度を占めており、金融機関として専門性や事業者支援能力を高め

ることで、地場産業の活性化を目指していく目的です。本研究会限りで情報のご共有をいた

だいております。 

 ２点目ですが、e-ラーニングにて『着眼点』講座を開講しており、10 業種の理解度確認

テストも現在準備中とのことです。 

 ３点目には、民間事業者の動きになりますが、金融機関職員向けの検定試験や通信教育講

座の開講、民間コンサルタント会社による研修など、『着眼点』をテーマにした新しい取組

みが始まっているという状況です。 

 ７スライド目をご覧ください。 

 アンケート調査結果での『着眼点』の活用状況と要望です。左のグラフは『着眼点』の活

用状況で、「事業者との対話など、現場で活用している」が 37.4%と最も多い結果となりま

した。また、右のグラフでは、『着眼点』の理解を深めるために「支援事例の追加」、「運転

資金や設備投資等の業種別の考え方」、「財務情報を含むケーススタディの追加」などを望む

声が多い結果となりました。このように活用状況とニーズから、大きくは「若手職員」と「若

手に教える講師役」に分類できるということが分かってまいりました。 

 以上のことを踏まえ、今年度の取組み方針についてご説明いたします。 

 ９スライド目をご覧ください。 

 『着眼点』の普及における課題を整理しております。「若手職員等の目引き力・支援能力

向上」を実現するために、若手職員自身と組織で指導にあたる講師側に分けて、課題を３点

整理しております。 

 １点目は若手職員等向けで、融資等の実務により即した形で活用できる資料が不足して

いる。 

 ２点目、３点目は組織や“講師役”向けの課題で、勉強会を効果的に運営するヒントや資料

が不足していること、組織的にも事業者支援に係る効果的な人材育成方法に対する知見が

不足していることが課題と考えております。 

 10 スライド目をご覧ください。 

 今年度の主な取組みを整理しております。１～３の取組みの中で、１の普及促進において、

（１）資金ニーズに注目した資料の作成、（２）支援事例の作成、（３）ケーススタディの研

究、（４）効果的な勉強会実施に係る研究に取り組み、地域や金融機関等の自走化の後押し

につなげていきたいと考えております。 
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 11 スライド目をご覧ください。 

 （１）資金ニーズに注目した補足資料の作成について説明します。前年度のアンケート結

果に基づき、業種別に特徴ある資金ニーズやその留意点について取りまとめ、融資の基本的

なアプローチと勉強会の実施について、仮称：別冊「逆引き着眼点」を検討しています。こ

ちらでは、資金ニーズから事業別の特性や融資の際の注意事項などをまとめていきたいと

考えております。業種ごとのビジネスモデルの特徴や事業性の把握等について、基礎的な理

解を深めるものを検討しており、『着眼点』同様、数ページ程度でコンパクトに取りまとめ

ることを想定しております。本資料は若手職員等に基本的な資金ニーズや中小企業特性を

示すものであり、基準等を示すものとしては想定しておりません。 

 12 スライド目をご覧ください。 

 （２）～（４）について説明します。（２）事例の作成では、本編の各業種巻末にありま

す「参考事例」を増やすイメージで、取引先への支援事例を作成していきたいと思います。

（３）ケーススタディの研究では、財務情報を含むものや「事業者インタビュー動画」など

付属コンテンツを活かしたケーススタディ等を研究していきたいと考えております。可能

な限り異なる業種やアプローチを収集・作成する予定です。最後に、（４）効果的な勉強会

実施に係る研究です。地域や個別金融機関等で行われている『着眼点』の勉強会について事

例収集を行い、勉強会の目的や対象者、実施プログラム、期待していた効果と実際の効果、

運営上の工夫点などを整備してまいります。収集した勉強会の事例等から、より効果的な人

材育成プログラムとなる勉強会の実施手法について研究していく予定です。 

 13 スライド目をご覧ください。 

 今年度のスケジュールです。10 月下旬、２月上旬に第２回、第３回研究会を開催する予

定です。 

 以上となります。補足事項がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

○金融庁 

特段、補足事項はございません。ぜひ皆様から様々なご意見を頂戴できればと思います。 

 

○座長 

それでは続きまして、本日の検討に入ります。事務局から、論点をお示し願います。 

 

〇事務局 

 資料４に基づきまして、説明をさせていただきます。論点は、２点ございます。 

 １点目は、若手職員向けの補足資料、仮称：「逆引き着眼点」について資金ニーズから中

小・小規模企業の特性を中心に簡潔に取りまとめることを検討しております。どのような観

点で内容を整理していくべきか、それらを作成するに当たっての留意点、アドバイスをお聞

かせいただけたらと考えております。 
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 ２点目は、アンケート結果からも「勉強会の実施を検討中」が 44%となっており、自走

化に向けて、この層へのアプローチが重要になると考えております。勉強会の実施について

は、実務に即した参考事例や、ケーススタディなどの研修資料の充実、フォローアップ、体

系的な研修プログラムなどが考えられます。そこで、効果的な研修や勉強会及び研修資料を

検討していくに当たり、どのような観点で内容を整理していくべきか、留意点、アドバイス

をお聞かせいただきたいと考えております。以上の点について、委員の皆様にご議論いただ

きたく存じます。よろしくお願いいたします。 

 

○座長 

 それでは論点２つを中心に、議論をしていきたいと思います。議事進行を円滑に進めてい

く上で、順番にご意見を頂戴し、時間が残ればさらに追加でご発言いただく形にしたいと思

います。 

 

○委員 

 現状、信用保証協会へ申込みをいただく 9 割ほどが運転資金という状況です。運転資金

の中身は多岐に渡りますが、現状は単に運転資金ということで片付けられているような印

象を持っております。資金がなぜ必要になったか、担当者の中にはなかなか深く掘り下げる

ことができない職員層が、一定程度いるのかなと感じております。なぜ資金が必要になった

のかということの理解が深まれば、業種特性や商習慣、さらにはその企業が持つ課題や経営

状況などもしっかり見えてくるのではないでしょうか。逆に、事前に業種特性や資金面での

特性、商習慣などが把握できていて、それと異なった資金需要があれば、事業者の現状を知

る近道になるかと思っております。業種的な特性のようなものを取りまとめていただくと、

大変参考になるかと考えております。 

 併せて、資金ニーズ、資金使途というものを把握するということは、事業者をよく知る最

大のチャンスだと考えていますが、現状としては多くの若い担当者は、運転資金か経常資金

かのみで捉えていることも多いようです。また、事業者自身も資金繰りを十分に把握しきれ

ていないこともあり、資金不足の要因を十分に分かっておらず、例えば、資金の収支ズレの

申し込みでも、実は赤字が発生していたというケースもありますので、やはり資金ニーズ、

資金使途というものを掘り下げることで、課題が見えてくると思っております。事業者支援

において、資金ニーズ、資金使途を捉えるということは非常に重要だと考えております。 

 本来的な資金使途、増加運転資金や季節資金、在庫資金、赤字補填資金など色々あると思

いますが、担当者が事業者との対話の中で、どのように確認していくのかというアプローチ

の方法的なものがあれば、担当者もより実態に近いものを把握して、それに応じた支援を検

討することにつながるのではないかと考えております。 
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○座長 

 「逆引き着眼点」を作っていく上で、結局それが事業者をよく知るために役立つようなも

のを作らないといけない、という趣旨であると理解しました。 

 

○委員 

 まず論点１でございますが、「業種別支援の着眼点」を拝見しますと、内容的には少し事

業再生の色が出ているのかなという認識を持っておりました。今回の「逆引き着眼点」、特

にこの資金ニーズからという点においては、一般的な融資を想定しているのかと思います

が、その辺りが明確に分かると良いと思います。私が若かりし頃というか、30 年ほど前に、

営業を始めた時は資金の売り込みというと、とにかく根拠もなく「借りてください」という

か、「お金は必要ではないですか」といった切り口でしか、お客様と接することができなか

ったのですが、20 年ほど前からはようやく所要運転資金みたいな考え方も若手も含めて浸

透しつつ、今は資金の提案もできるようになっているのかと思います。 

 さらに今回、「逆引き着眼点」を作成される中で、より若手行員を中心に業種ごとにどの

ような資金ニーズがあるのかということが分かると、それを武器にしてお客様との対話か

ら資金ニーズを発掘したり、聞き出したり出来るということにつなげられるのかなと思い

ます。ぜひ分かりやすいものにと、私の方でも研究会へアドバイスできればと考えておりま

す。 

 成果物について、当行としては自己啓発などのプラットフォームとして、いつでもどこで

も、誰でも何度でも視聴出来るような形にして、我々がアップロードする容量の観点などか

らも、細切れの動画などを提供していただけると有難い。我々職員も、手軽に資料ないし動

画を確認できるようになると感じておりますので、今回の取組みを当行の研修などにも活

用していきたいと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○座長 

 銀行で活用していただいて、その経験も研究会へフィードバックしていただけるとあり

がたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

○委員 

 まず論点１について、どのような観点で内容の整理が必要かというところですが、資料３

の 11 ページに、資金ニーズに運転資金と一時資金、赤字補填資金と設備資金の 4 つの分類

と記載がありますが、中小企業の場合、運転資金と言われるところの経常運転資金と増加運

転資金と赤字補填資金、この間に多くはいわゆる返済した補填資金が多いのではないかと

考えております。また、これらの資金ニーズはコロナ禍を経て非常に多くなっていると感じ

ております。そのような論点についても付け加えていただけると、若手行員の理解が深まる

のではないかと考えております。 
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 また、「業種別支援の着眼点」につきましては、先ほどもお話にありましたとおり、再生

目線が少し多いなと感じているところです。そうなると、どうしても若手行員からすると、

少し後ろ向きの仕事なのではないかと捉える人がいるのではないかということは感じてお

ります。ですので、例えば記載の仕方として、難しいこと、簡単なことを、例えばこれは再

生目線で、これは基礎的にまずここから覚えましょう、という風に分けてあげると入ってい

きやすいのかなということは感じています。 

 ２点目として、「逆引き着眼点」は、例えば、若手行員が使いやすいようにヒアリングシ

ートのようなものがあれば非常に活用しやすいかと思います。ヒアリングシートなどがあ

れば、返ってきたものに対して、本部側がアプローチや指導をしやすくなると感じました。

また、今回の「逆引き着眼点」は基本的に貸すタイミングの話がメインかと思いますが、当

然貸したお金は最終的に将来のキャッシュフローで払っていただかないといけない話にな

りますので、「業種別支援の着眼点」では例えば将来のキャッシュを見るとか、事業性を見

る上でもとても大事だというところも触れていただくと非常に活用できるかと思います。

若手行員と接するに当たって、仕事のやりがいやモチベーションは社会的にどのように自

分の仕事が貢献できたのかというところに重きを置いている人が多いと感じております。

その社会貢献については、「業種別支援の着眼点」を活用すると効果があるというところを

書いていただくと、より活用できるのではないかと私は思います。 

 

○座長 

 どうもありがとうございました。やりがいというものは非常に重要で、こういう仕事をす

ることにやりがいがある、お客様がありがとうと言ってくれるというものが出てくると良

いと思います。 

 

○委員 

 論点１ですが、私にとって答えるのはなかなか難しい質問でして、ここにいらっしゃる金

融機関の現場にいらっしゃる方々が、うまく整理いただけるだろうと思っていて、直接この

論点に答えているかどうか全く自信がないというところです。毎回申し上げるとおり、私の

ところに来る会社の相談というのは、人間で言えば入院、手術みたいな重篤な状態でいらっ

しゃいます。これをもう少し早く的確なアドバイスを誰かがしていれば良かったというケ

ースが多い。その中に資金ニーズというものが絡んでくるのですが、そういった点からお話

をさせていただきたいと思います。 

 まず、メインの金融機関がもう少しプロアクティブにアドバイスができれば良かったの

ではないかと思うことが結構あります。我々のところに来る案件で、例えば事業の撤退とい

うことがあります。典型的には海外に工場などの生産拠点がある場合、小規模企業というよ

りは、中小・中堅企業になりますが、撤退の判断は難しく、コストもかかりますから、そこ

に資金ニーズが発生しますが、金融機関の方々から社長に向かってそのようなことを言う
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のはとても難しいと思います。しかし、少なくとも頭の中にはその基礎知識があった方が良

いのではないかと思います。撤退や、究極的には廃業などですが、金融機関からそのような

観点で話が出来ていれば良かったのではないのかと思うことがあります。事業承継や M&A

も実はそうで、なかなかアドバイスが難しい。大人（経験を積んだ上長など）でないと、お

そらく社長にはお話できないと思います。ただ、若い人でも頭の中に基礎知識があって良い

のではないかと思います。ここ４、５年間、コロナ以前と比べて経営の環境が非常に厳しく

なっているとしか思えないので、そういうことは早めに手を打たないと、特に地方では数多

く起こるのではないかと思います。 

 もう一つは人の問題です。人的資本経営とか、かっこいい言葉もありますが、もっともっ

と単純に人件費の増大と人手不足という問題に関して、特に地方においては、業種によって

非常に厳しい状態にあり、そこにどのように対処していくのかというところです。ここも資

金のニーズなのか分からないのですが、結構切実に思うところはあります。人の確保と反対

の方向になりますが、IT、AI の活用、そこが全然進んでいないというところがあります。

人がいないので、それらで代替するしかない、けれどそれが出来ていないということです。 

 話が変わりますが、自然災害の問題は毎年起こっています。BCP の話になるかもしれま

せんが、甚大な被害を受けてからでは遅くて、対処が出来ていないために壊滅的なダメージ

を受ける企業がありますので、頭の中に基礎知識があった方が良いのではないかと思いま

す。 

 やはり抜本的な事業再生の世界の話も、若手行員の方と話していると、もちろんご存知で

はない。やれという形ではなく、知っておいた方が良いということはあります。ただこれは

資金の話とは違うので関係ないかも知れませんが、こういったことに関しては、中小企業に

関する公的支援制度は充実しているよという部分の基礎知識も、若手行員さんにもあって

いいのではないかと思います。話しやすい話なので、プロアクティブにアドバイスするとい

うことから逆算すると、そのような基礎知識が必要だと感じています。ただ、これが『着眼

点』の研究会とどう絡められるかがよく分からないところで大変申し訳ないのですが、お話

をさせていただきました。 

 

○座長 

 若手職員が今言った課題にすぐ対応するということは難しいかもしれないですが、実際

には若手職員がお客様と接しますので、お客様との対話を受けて「あそこの社長のところが、

事業的にこういう可能性が出てくるのではないでしょうか」という形で、若手職員が支店長

に相談することを契機として、支店長が社長に総合的に考えて、撤退の助言ができるかもし

れない。やはり大人（経験を積んだ上長など）でないとなかなか難しいということもあり、

まさに支店長レベルが実際に出ていくということがあります。最初に営業店の方々が出て

いく場面で、情報収集能力を高めることは非常に重要です。『着眼点』も若手職員のレベル

アップのためという目的ですので、このようなご示唆は非常に貴重だと思いました。 
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○委員 

 論点１について、「中小小規模企業の特性」を中心に簡潔に取りまとめを検討と書かれて

いますが、この「中小小規模企業の特性」をまず定義付けした方が良いかと思いました。実

際に下請けというイメージで、おっしゃっていると思いますが、例えば受注先が法人の場合、

相手先が大企業であれば、その下請けのようなイメージがあるかも知れませんが、例えば小

売業であれば、販売先が個人なので、個人に対して下請けという考え方は合わないので、こ

の辺りを整理するとか。あとは小売業であれば、大手のチェーン店（コンビニやファースト

フードなどのフランチャイジー）と個人店との違いとかは考えた方が良いかと思います。 

 信用金庫は中小企業に対してどう把握するかに関して、平成 15 年ぐらいからリレバンと

いう考え方を基に推し進めております。リレバンにおいて、「情報の非対称性」という言葉

が示されています。一般的に「情報の非対称性」というのは情報格差、売り手と買い手の情

報の格差によって、不利益を被るというものです。リレバンにおいては、企業の個別の情報、

例えばノウハウや経営者の人脈、会社を支えているキーマンとなる従業員など、決算書には

出てこない個別の情報といったものをしっかりとヒアリングし、中小企業ごとに支え方が

違うということをしっかりと把握をして対応しています。 

 例えば、この小さな企業がなぜ上場企業から直接、毎月毎月受注をいただいているのか、

その個別の情報をしっかり把握する必要があると思います。そういう情報が、「中小小規模

企業の特性」ということになると私なりには考えています。 

 また、11 ページの資金について、四つに分類されております。若手職員向けの資料とい

うことですので、運転資金と設備資金の二つに大きく区切り、さらに細分化するのであれば、

運転資金を経常運転資金や赤字補填資金、在庫資金、折り返し資金などのような形で分類し

ていく方が良いかと思います。むしろ一時資金は経常運転資金の場合もありますし、赤字補

填資金にも当てはまるので、運転資金の種類で展開をしていくと良いと感じます。今回、資

金ニーズから逆引きということで、資金に焦点を当てて作成されるのであれば、やはり企業

ごとの資金の流れをしっかり把握する必要があると思います。いわゆる支払いと売上回収

の時間的なズレ、これが一般的な経常運転資金になりますが、1 ヶ月の資金繰りをしっかり

把握することで、企業にとっていつ資金が必要で、どういう資金かが分かってくると思いま

す。サラリーマンでいうと、給料日を起点として、毎月の支払いがいつ、何に支払っている

かを知ることと同じで、企業も売掛回収に対して、支払いがどういった順番で来るかをしっ

かり把握していくことが必要だと思います。資金ニーズ、資金使途というところを深掘りす

るためにはそういうことが必要かと思っております。 

 経常運転資金はやはり支払いが先行して、回収が後になるという時間的なズレによって

発生するもので、赤字補填資金は回収額よりも支払いが多いことで赤字になる、この違いを

若手にしっかりと教育していくことが、まずは前提として大事だと思います。その観点がな

いと経常運転資金だろうと赤字補填資金だろうと、運転資金を貸すに当たって、返済の仕方

が変わってきます。経常運転資金であれば、回収のズレなので、回収した時に返してもらえ
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れば良いけれど、赤字補填資金の場合は返す財源がないので、どのように返していくかでま

た返済方法が変わってくると思います。赤字補填資金は、運転資金ということで、経常運転

資金と同じ返済方法とすると当然返済額が増えて、いずれ潰れてしまう。結局、企業の改善

には全く繋がらない。倒れた時には負債が増えているという状況になりますので、効率的に

お金を貸すには資金使途をしっかりと把握した上で、どのようにして返済していくかを決

めることが大事だと思っています。 

 最後に留意点として一つ気をつけてほしいことがあります。皆さんが決算書を見ていて、

この会社、毎年赤字なのになぜ潰れないのだろうという企業がたくさんあったと思います。

これは本来支払うべきものを支払わなきゃいけない日に払わない。先延ばしや未払いにし

て払わないという状況で生き続けているというのが赤字企業の実態です。特にこの支払っ

ていないものが税金や社会保険料などですと、いきなり差し押さえがあって突然死すると

いう状況になります。このような企業はもちろん資金が必要なので、「貸して、貸して」と

いう話になります。そういった企業については、貸出し方法や返済方法をしっかりと工夫し

た上で対応する。「資金」をキーワードにして逆引きをするということであれば、一つ留意

点として押さえておいていただければと思っております。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 

○委員 

 一つ目の論点です。業種別に特徴のある予兆管理とそれに対応する資金ニーズと読み替

えて大きく２点お答えさせていただきます。 

若手職員が逆引きして業種をみる場合は、何か資金需要があるケースや、対象企業を支援

する必要がある場合だと思います。若手職員が手に取りやすいように、視覚情報は引き続き

重視していただくことと、直感的な理解を促していただくということは引き続きやってい

ただきたいと思います。加えて今回特に意識していただきたい思ったことは、例えば、製造

業における運転資金が必要なケースを具体的に示すような取り組みです。一枚写真でも入

れておくと使い勝手が良くなり、使いたくなるようなものも付けると、比較的理解が深まる

ような気がしました。 

２点目としては、できればストーリー性があった方が良いかなと思います。例えば、この

企業はこういう設備投資でこれだけキャッシュフローを増やしたとか、何パーセント利益

を伸ばしたというような事例があった方が若手の職員にはイメージができて、「そういうと

ころで資金需要があるのか」と感じていただけるかと思いました。以上の２点ですが、一つ

可能であれば、時代の流れも考え、IT を活用した予兆管理を強化することにつなげること

も重要かと思います。つまり、予兆管理の延長上に資金繰りがあるということをうまく表現

いただけると良いように思います。結局、決算書が出てからでは遅いということなのですが、
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決算書が出る前に何とか資金繰り等でキャッチできるような体制づくりを意識して「逆引

き着眼点」で効果を出していただけると、今後の流れとしても良いと思いました。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 論点１についてですが、非常に良い取組みだと思います。ここ十数年、金融機関における

運転資金の取組みは長期割賦弁済が主流となっており、運転資金の基本的な考え方が十分

に理解されていないことが、事業者支援の課題の一つだと思います。当職が入社した当時は、

短期の手形貸付が非常に多かったことを思い出します。また、審査目線で見れば、粉飾決算

や融通手形などを発見することができます。 

『着眼点』の作成方法としては、運転資金、設備資金の概念から入り、業種別に落とし込

んだ方が良いと思います。運転資金、設備資金の概念が理解できれば、全ての業種に対応で

きます。運転資金の発生要因では、 

１．増資借入金等による資金投下 

２．商品仕入れ、製品製造、設備、原材料費、諸費用等の支払い 

３．一定期間の製品、商品の備蓄 

４．商品、製品の販売 

５．販売代金の回収 

６．再び製造・仕入過程に投入 

この繰り返しが営業活動ですから、この循環の中で資金ニーズが発生することを明確にす

る必要があると考えています。 

 BS を頭に浮かべれば、資金需要の発生する要因は、営業活動による 

１．資産の増加 

２．負債の減少 

３．純資産の減少 

この三つに集約されます。企業の正味運転資金は「（受取手形＋売掛金＋棚卸資産）ー（支

払い手形＋買掛金）」で算出する基本的な説明が必要だと思います。それを理解した上で、

運転資金の種類として 

１．増加運転資金 

２．減産資金 

３．受払い条件の変更に伴う運転資金 

４．季節資金 

５．その他の運転資金 

を説明する必要があると思います。特に、２の減産資金については、売上減少に伴う在庫調
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整資金、支払手形、買掛金の仕入債務決済資金、利益減少に伴う経費支払い資金、長期借入

金の返済資金、赤字補填資金に分ける必要があります。また、その他においては固定資金不

足、決算賞与資金等があります。運転資金の概念を明確にした上で、業種別に簡潔に説明、

事例を挟んだ方が良い資料となると思います。正味運転資金を超えて借り入れしている中

小企業もたくさんありますが、運転資金の基本原則を知ることが私は大切だと思います。 

設備資金では基本的に 

１．増設資金 

２．更新、合理化資金 

３．事業維持資金 

４．増設資金、更新、合理化資金の複合的資金 

に大別することが出来ると思います。 

設備資金の検証としては 

１．投資利益率法 

２．資金回収期間法 

３．増収に直接結びつかない設備投資として長期借入金返済可能期間で検証すること 

が一般的だと思います。設備資金の基本的な融資期間は設備の耐用年数で判断することが

原則です。ただし、中小企業は積極的な設備資金というよりは事業維持資金が多く、代表者

等の収支余力や資産の状況等を考慮する必要もあると思います。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

〇委員 

 まず「逆引き着眼点」について皆様のお話も聞いていて感じたのですが、最初にこれをや

っておけば良かったのではないかというくらい、こちらの方が非常に実務的だという感想

を持っています。 

 それから、企業の特性を中心に取りまとめを検討するということですが、二軸あると思い

ます。一つが「業種」で、もう一つが「ライフステージ」です。ただ、ライフステージとい

うとすごく抽象的なので、端的に言えば財務状況とか経営状況などと思いますが、委員がお

っしゃったような、再生云々という話もあれば、あまり融資する機会はないかもしれないで

すが、最近ベンチャーデットという商品も出ていますので、スタートアップ直前の企業も考

えられます。企業のライフステージに応じたものと、業種、この二軸で整理すれば良いかな

と思います。 

11 ページに書かれている四つの資金については、定義をきちんと書いた方が良いと思い

ます。委員の皆様からの、もう少し運転資金を分類した方が良いのではないかというご意見

もまさにそのとおりで、実は地域金融機関の若手職員もこのようなことを理解しないまま、
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現場に放り出されているかもしれません。そもそもお客様も「運転資金を貸してください」

とか、「赤字補填資金を貸してください」とは言わないと思います。おそらく話の行間から

「これは赤字補填資金のことを言っているな」とか、「これは設備の話をしているな」とい

うことを踏まえながら、業種として「これは本当に一時資金なのだろうか」とか、「これは

赤字補填資金になるのではないか」とかを理解し、経営状況を踏まえながら、その資金を貸

して良いかどうか、積極的にやるべきものなのかどうかということが、判断されていくので

はないかと思いました。従って、一番大事なことは、（四つの）資金の定義であり、定義を

理解しないまま色々な業種別の話をしても、融資にはつながらないと思いました。若手職員

の中でもこの資金の定義をきちんと理解していない方がいるのであれば、ここはしっかり

定義付けした方が良いと思います。 

また、ライフステージと申し上げましたが、どちらかというと財務状況などの方が、実務

的には近いと思います。事業者のうち、これはスタートアップ企業だということは感覚論で

は分かりますが、スタートアップ企業もたくさんあります。例えば、２、３年は財務的に赤

字が続きそうだと分かっていれば、特にライフステージを把握する必要もないので、財務状

況で良いかと思います。そのようなことをいうと、やはり決算書を見ないと、結局どのよう

な資金が欲しいのかということが瞬時に分からないので、冒頭で「逆引き着眼点」を最初に

やれば良かったと申したのは、金融機関の人間として基本的な行動形態が現場で植え付け

られていないのであれば、資金の定義をきちんと理解するということと、業種と経営状況の

掛け算で会社の状況を見極める能力がまず優先されるということだと思いました。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 すでに皆様がおっしゃっているとおりなのですが、資金使途について、正常運転資金が実

際どのような形で資金調達されているのか、その姿がまず必要だと思います。 

正常運転資金は受け取り条件と買い入れ債務のそのギャップと在庫負担から生じると思

うのですが、それが手形貸付しや当座貸越などとか、そのような（短期継続）資金で調達さ

れているのか、あるいは保証協会保証付き等で３年とか５年の折り返し融資で調達されて

いるのかでそもそも変わってきてしまう。 

 あるべき正常運転資金がどのような形で資金調達されて、さらにいうと、この企業のこの

買入債務は適正条件か、支払いを待ってもらっている部分もあるのではないかと思われる

ような。（こういったことはよく被災地でもありましたが）、金利負担のある買入債務もある

かもしれない。その為、その辺りの受け取り条件、支払い条件というところをよく見ていく

ということが運転資金の入り口ではないかと思います。 

 例えば季節資金。水着だったら夏しか売れないし、先程の毛織物の紹介もありますが、重
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衣料であれば冬場しか売れない。そうなると販売が特定時期に固まりますから、流通段階で

在庫を備蓄していかなくてはいけない。そういった季節資金があるわけです。ところが、そ

れがうまく売れないと滞貨資金となり、更には赤字補填資金になる。 

 この辺りの事情（計画どおりにいかないとこういう姿になるということ）をまとめること

が非常に分かりやすいのではないかと思います。 

 その意味では、冷夏で水着が売れないなど、事業者の責任ではない場合に、どのように一

緒にやっていくのか考えましょう、という形になるのではないかと思いました。 

 また、設備資金ですが、これも以前、私が業務の前線に出ていた時は設備投資を行うと増

産増販になるので、増加運転資金が必要になります。受取手形を受け取ることが多かった時

は、手形割引枠をこれだけ増額しましょう、という話であったと思います。 

 今は省力化や、事業再構築などの設備投資が多く、必要とする理由や投資による効果など

を事業者と一緒に考えていくことが非常に大事だと思います。 

 これも体験したことですが、今から 20 年程前に木材の加工業界で「原料の南洋材が枯渇

してしまい、北洋材に切り替える」ということがありました。その際に事業者やメーカーと

一緒になって、どのように歩留まりを高く作業できるか研究したことがあります。そのよう

なことも（自動車部品産業等の）イノベーションの課題として、今後もあるのではないかと

思いました。 

 企業調査や稟議起案などの前提として、経営計画で見込む収益力からどのように返済を

進めるのか、経営計画を基にどのように改善していくのかを一緒に考えて、事業構造を大き

く変えることにより、どのような影響が予想できるのかなどが、資金使途の裏側にあると思

います。 

 

○座長 

 このあと論点２がありますが残り 20 分ですので、まず、一人 2 分ずつお話いただいて、

時間が残りましたら、他の方にも意見をいただくという形で進めたいと思います。 

 

○委員 

 論点２ですが、私どもの取組みも含めてお話させていただきます。昨年度に金融庁、財務

局のご協力をいただき、勉強会を開催しました。今年度は営業店において、研修を年間スケ

ジュールに組み込み、毎月研修を実施しています。そのうち、年５回ほど『着眼点』による

研修を実施しております。実施に当たって、営業店ごとにテーマや講師を選任しています。

本部主導で勉強会を実施するのではなく、各営業店のニーズや地場産業といった特性など

を踏まえることを、想定しています。そして、『着眼点』を身近なものとして捉えていただ

き、金融庁が公表する動画等の視聴につなぎ、自己啓発を促す取組みを考えています。研修

の際に『着眼点』の資料を活用することを想定していますが、理解を深めるためには、ケー

ススタディに取り組むことが有効だと考えているので、そのような資料が充実すると、大変
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ありがたいです。ケーススタディでは、事業者へのどのような対応で、課題を引き出し事業

者支援につなぐのかという、ノウハウ的なものを盛り込んだものがあると、『着眼点』を活

用して、具体的な支援の取組みに活かせるのではないかと考えております。勉強会や研修に

おいては、いずれにしても、講師役の力量によるものも大きいと思いますので、『着眼点』

の導入研修の段階では、講師用の解説テキストなど、講師の方を手助けするようなものがあ

るとスムーズに導入していけるのではないかと考えています。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 まず、再生支援において支援事例、ケーススタディというものは非常に有効活用できるも

のなので、お願いしたいです。また、活用した支援機関での手法についても取りまとめると

受講生に伝わりやすいので、活用できるようにしていただきたいです。 

 また、『着眼点』につきましても、一部抜粋しながら研修にも活用させていただいていま

すが、ざっくり担当者のレベルを初級、中級、上級と分けた場合に、業種まで落とした内容

にすると中級以上の行員が対象になり、初級では業種まで落とした研修には追いつかない

です。一般論として全業種に共通するような内容で研修をやっているところもありますの

で、今回の論点１も含めて、若手職員をターゲットにした場合にあまり深掘りして難しくす

ると、頭に残りづらいという懸念もあるので、バランスが非常に重要だと感じています。 

 

○座長 

 どうもありがとうございました。 

 

○委員 

 私自身が、「業種別支援の着眼点」の講師をしており、研修を大きく２パターンでやって

おります。一つ目はウェブを活用しながら多くの人に受けてもらうパターン。二つ目は 20

人程で対面により「業種別支援の着眼点」の説明をしつつ、ディスカッションするパターン

です。 

 一つ目は話が一方通行になり、広く伝えられるけれど、深く伝わらず、二つ目は深く話は

できるけれど多くの人には伝わらないという、ジレンマを抱えています。それを踏まえて、

先日、「業種別支援の着眼点」のホームページを拝見したところ、勉強会 KIT、ケーススタ

ディという資料で、○○業についてどう見ますか、ということが書かれていました。研修の

入り口でケーススタディに取り組んでから、話を聞いてもらうようにすれば、多くの人に伝

わりやすい研修になるのではないかと感じております。各業種のケーススタディを作ると

そういった研修が全業種でできるのではないかと考えています。 
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 もう１点、ホームページを見た時に、各事業者のインタビューがあり、何個か見させてい

ただいたところ、結構良い話もありまして、業種の理解につながるなということを非常に感

じました。例えば、若手行員向けに動画を見て、自分の金融機関の同業のお客様と話して感

じたことや違いなどを整理できるものを用意すると理解が深まるのではないかと感じます。 

 

○座長 

ありがとうございました。 

 

○委員 

 今回一番は「普及」というところで、アンケートにおいて「実施を検討中」としている 44%

の部分をターゲットとしてどうするか、ということだと思います。私が若手の時に勉強する

際の資料は書物しかなかったですが、今はこの『着眼点』にも「動画」や「教えてノウハウ

先生」や「コラム」があり、勉強するための資料としてはかなり充実していると思います。

さらに魅力的なものをということなのかと思いますが、昨年度の最後のアンケートで、なぜ

検討中かという点について、アンケートを再度読み解くと「時間がない」、「活用して事業者

に変化があったという具体的なモデルケースが欲しい」、「経営支援の優先順位が低い」とい

った声がありました。この声に対して、どのように工夫をしていくかが必要ではないかと思

いました。例えば、「時間がない」ということであれば、一番効果的なスキルアップ方法は

OJT という回答結果もあり、本来は支店でやらなければいけないと思いますが、支店でで

きないということであれば、本部での集合研修に組み入れてもらう、もしくは土日などで自

由参加型の自己研鑽研修を実施するなどがあります。 

支援事例については、もう少し掲載して欲しいという声もありますが、事例は金融機関ご

との事例がありますので、そういうものを前提に紹介していくということです。それから、

経営支援の優先順位が低いという意見については、本当に企業のことを考えているのか、も

しくは地域経済を支えているのは中小企業であるということを再認識させるものを発信し

ていくことから始めないと、このようなアンケート結果になってしまうのかなというとこ

ろです。少し残念ですが、検討中というところに対して、再度働きかけをしていくことで、

44%を少なくしていけるのかなと思いました。 

 また、講師側の資料を作成するための効果的な手法ですが、実際の取引先で、例えば赤字

企業の改善策を考える研修を何度も繰り返し実施していくことが必要だと思います。その

研修で、どう改善していくかということを考えた結果、いわゆる机上の空論で終わるのでは

なく、実際に取引先に改善策を提案していけるような実践形式の研修にしていくと、若手職

員の「経営者との対話力」が上がっていくと考えます。 

お客様とのコミュニケーションは企業の実態把握につながりますので、しっかり事業性

評価をしようという機運を作っていくことが研修の有効性を高めると思いました。例えば、

倒産した企業をモデルにして、粉飾決算の企業分析等も研修で取りまとめてもいいのかな
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と思いました。粉飾においても業種の特性はあり、例えばリース業だと二重リースをしてい

る、卸売業だと不良在庫をたくさん持っている、建設業だと外注の未払いを未成工事支出金

で隠しているなど、いろいろなケースを教育していくことで、資金ニーズの発見というとこ

ろにもつながっていくのかなと思います。 

 最後に留意点としては、中小企業者もなぜ資金が足りないのかが分かっていないケース

は結構あります。そこを金融機関側が「こういった理由で資金が足りないから、こういう形

で資金を借りた方が良いと思う」という提案ができるようになると、お互いの共通認識とい

うか、改善するにも一緒の方向を向いて改善できるのかと思います。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 論点２について、本来であれば、体系的な研修プログラムが必要だと思います。私もこち

らを先に作っておけば良かったと思っている一人です。 

 今年度の論点である「逆引き着眼点」があると、体系的な研修プログラムができると思い

ます。基本的には財務分析、定量分析の基礎知識を習得することから始まり、運転資金、設

備資金の基礎を学び、業種ごとの支援という形の学習体系ができれば良いと思いました。勉

強会の効果的な実施については、自分ごとになることが一番だと思いますので、実際のお客

様を事例として取り上げることが一番効果的で、研修で集まったメンバーで議論すること

が良いと思っています。また、実務に即した参考事例やケーススタディなどの資料の充実を

図ることは非常に大事です。また、失敗事例なども参考になると思います。一般的には事業

者支援はトライアンドエラーの連続であり、１回でうまくいくものではありません。 

 

○座長 

ありがとうございます。残り５分ほどしかないのですが、委員の方々でご発言があれば、

画面上で手を挙げていただければと思います。 

 

○委員 

 企業価値担保権の施行が近づき、おそらく色々な金融機関の方のあいだで話題になって

いると思います。事業者のモニタリングを行うツールとして、この『着眼点』とマッチして

おり、企業価値担保権が目指す方向と同じベクトルを向いていると思います。企業価値担保

権の推進や理解を絡めて、例えば勉強会に使える資料として、業種別支援を活用していくと

いう形で普及する流れを作っていただくというのはいかがかなと思いました。今回、フォロ

ーアップや勉強会の機会を醸成するということでしたので、企業価値担保権の活用におけ

る初動対応ツールとして『着眼点』が役立つことを強調いただくことが、効果的と思います。 
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○座長 

他にはよろしいでしょうか。 

 

〇委員 

 端的に言うと、受講者のターゲットをしっかり決めることが重要だと思っています。若手

ということもありますが、実は OJT がなかなか上手く機能していないといった事情がある

とするなら、本来はもう少し上の層の人たちが背中を見せてあげないと、勉強したことが現

場で活用できないと思います。例えば、実際に若手がこのような研修を受けて、上司と現場

に行ったところ、土下座営業であった、という話。これではいつまで経っても、経験が積め

ないということなので、意外に中堅層がターゲットではないかと思うことが一つ。また、こ

れは基本的な話ですが、こういった研修は何を理解してどのように動いてもらいたいのか

ということがきちんと決まっていないと、受講生はどのように動いたら良いか分からなく

なってしまうことがあるので、どのように動いてもらいたいのかというコンセプトを伝え

るためにインタラクティブな研修、いわゆる事例研修などで、グループディスカッションな

どをしながら一旦考えるということも入れた方がバランスが良いなと私の経験上思いまし

た。 

 

○座長 

 他にはよろしいでしょうか。それでは、本日は色々な論点でご議論いただきまして、全部

一緒というわけではなく、どちらかを選ばないといけない、というものもあろうかと思いま

すが、これから事務局の方で調査や作業をしていただく中で、ご意見を参考にして進めてい

ただくということにしたいと思います。どうもありがとうございました。本日は時間の制約

がありましたので、もう少しご意見がある場合は、別途事務局にお伝えいただけますとあり

がたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは本日の議事は以上といたしまして、以降、事務局でまたお願いいたします。 

 

〇事務局 

 座長、ありがとうございました。委員の皆様、本日は有益なご意見をありがとうございま

した。先ほど座長からもいただきましたが、追加のコメント等がございましたら、ぜひメー

ル等でいただけましたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

 では、これにて閉会になりますが、閉会のご挨拶を願いいたします。 

 

〇金融庁 

 座長を含め、委員の皆様、活発なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 昨年度までで、10 業種の「業種別支援の着眼点」が揃ったということで、こちらも予算

を使っている事業ですので、行政事業レビューという、事業に対するレビューを最近私の方
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で受けまして、事業の効果と、経過をご説明して、アカデミズムの先生方からご質問を受け

たのですが、昨年のアンケートの結果で、金融機関の方々にしっかり浸透していて、現場で

使われている、というご説明をしたところ、事業レビューの先生方も、それは良い予算の使

い方をしているねと言っていただきました。これもひとえに皆様のこれまで数年に渡るご

努力のおかげだなと思います。 

 『着眼点』は事業者支援における基礎的なポイントに軸足を置いておりますが、現在弊庁

で施行に向けて準備を進めております、事業性融資推進法においても、事業性や企業価値を

把握するという根底の部分は同様かと存じます。本日、事務局よりご説明いただきましたと

おり、『着眼点』は地域金融機関等において「人材育成」における具体的なツールとして活

用されているとともに、民間事業者においても広がりを見せております。弊庁としては、地

域金融機関等が『着眼点』を自発的に活用し、組織内で学習していくことが望ましいと考え

ているところでございます。 

 今年度は、本日ご議論いただいた「逆引き着眼点」も含めまして、若手職員等が業務にお

いて『着眼点』に触れる機会を増やすことにつながればと考えておりますとともに、本部や

講師役については、効果的な勉強会や研修の実施に資する研修資料や方法について研究を

進めることで、地域金融機関等が勉強会を実施する際の負担軽減を図りつつ、自走化の後押

しになればと思っております。 

今年度はこれらの取組みを通して、本事業を進めてまいりますので、委員の皆様には引き

続きお力添えを賜れますことをお願い申し上げます。 

 

〇事務局 

 それでは、第１回研究会はこれにて閉会とさせていただきます。 

 本日はご多忙の中、ご議論いただきまして、本当にありがとうございました。引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 

以上 
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（２）第２回業種別支援手法に係る研究会 

日時：令和７年 10 月 23 日（木）10 時 30 分～12 時 00 分 

場所：オンライン 

 

○事務局 

 ただ今より、令和 7 年度「第２回業種別支援手法に係る研究会」を開催いたします。本

日はお忙しい中、本研究会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日はご欠席

されております委員のご意見を事前に頂戴しておりますので、後ほどご紹介させていただ

きます。 

 それでは開会に当たり、ご挨拶を頂戴いたします。 

 

○金融庁 

 本日は、ご多忙の中、座長をはじめ、委員、オブザーバーの皆様におかれましては、今

年度第２回目となる、「業種別支援手法に係る研究会」にご参加いただき、誠にありがと

うございます。 

 令和４年度から数えて、通算 11 回目の会合でございます。本研究会の成果物である、

10 業種の「業種別支援の着眼点」と、その付属資料を金融庁の特設ページに掲載させてい

ただいております。金融機関で取引先企業と実際に向き合う職員向けの実務書として、大

変好評をいただいていると認識しております。 

 事業者支援の関係で申し上げますと、金融庁では、毎年、一年間の行政方針を公表して

おり、今年も８月末に公表いたしました。今年度の行政方針には、次のような記載がござ

います。 

「我が国は人口減少、少子高齢化という構造的な課題を抱えている。地域の事業者の多く

にとって、人手不足や後継者不足は深刻である上、足元の原材料費や人件費の上昇も経営

を圧迫している。デジタル化や設備更新による生産性向上や、事業承継による技術、顧客

基盤の維持に取り組む事業者を、金融機関が後押ししていくことが、金融機関自身が収益

基盤を強化し、持続可能なビジネスモデルを確立するという観点からも重要である」と、

このように、地域の事業者が直面している課題は多岐にわたっており、その解決支援を行

う金融機関への期待は高いと考えております。そして、そうした役割を適切に果たしてい

く能力の底上げという面で、この「業種別支援の着眼点」は非常に大きな役割を果たして

いるのだろうと、私も考えております。 

 「業種別支援の着眼点」は、事業者支援のために使っていただくことはもちろん、取引

先の状況等に関する基礎的な理解を深め、事業性評価を行っていく上でも大いに活用可能

であり、そうした活用例も出てきていると聞いております。こうした観点から、本日の研

究会では、「業種別支援の着眼点」の「支援」と明示した名称の変更の是非についても、

ご議論いただく予定です。 
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 また、より実践的な活用を広げていく観点から、若手職員向けに、事業者の資金ニーズ

の理解を、事業に対する理解につなげていく、「逆引き」のアプローチ（資料５）、講師役

となる金融機関の職員が、単に、唯一無二の正解を示すのではなく、受講者に自ら考えて

もらうための参考となる、「取組事例」（資料６）、「ケーススタディ・ティーチングブッ

ク」（資料７）といった教材についても、６月の第１回研究会を含め、これまでの検討結

果を踏まえながらご議論いただきます。本日も限られた時間でございますが、先生方にお

かれましては、多面的な観点から、現場目線に立ったご知見と、忌憚のないご意見を賜れ

ますと幸いです。 

 

○事務局 

 それでは議事に入ります。ここからは、座長に進行をお願い申し上げます。 

 

○座長 

 第１回の議論では、委員の皆様の様々なご経験から、たくさんのご助言をいただきまし

た。本日も皆様からご意見をいただき、「業種別支援の着眼点」の普及をより促進してい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料３ 事務局資料に基づいて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

 それでは、事務局から、資料３ 事務局資料に基づいて、ご説明申し上げます。 

 ３スライド目をご覧ください。 

 今年度の取組みについて改めて確認いたします。昨年度まで、10 業種の本編や、読み上

げ動画、事業者インタビュー動画などを公表し、実際に現場で活用されてきたものの、金

融機関などが組織による自走化を実現するためには、事業性評価や基礎的な支援力向上に

向けた、継続的な取組みという課題もあると認識しています。 

 今年度は、一つは若手職員、もう一つは、人材育成等を担う講師役、それぞれに合わせ

た補足資料等の作成・研究を進めており、自走化の後押しにつなげられればという考え

で、取り組んでいるところでございます。 

 続いて、４～６スライド目では、「業種別支援の着眼点」の名称と再構成について、で

ございます。 

 ５スライド目をご覧ください。 

 『着眼点』はこれまで３年にわたり、10 業種作成してきました。コンセプト③で記載し

ておりますとおり、業種の概観を俯瞰することや、事業性の理解、支援の初動対応、基礎

的な理解に軸足を置いており、事業性の理解という点では、広い範囲で活用出来るものと

考えております。第１回研究会においても、委員員から、「事業性融資や企業価値担保権
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の基礎的な理解を考える上で、親和性が高いものである」というご意見をいただいており

ます。 

 つきましては、一点目として、作成年度ごとに構成された本編について、関連性のある

業種をまとめて再構成していきたいと考えております。 

 二点目につきましては、『着眼点』の認知度は高いと考えておりますが、事業者支援に

限定した印象があるという声も一部で聞こえております。より広い範囲で活用していただ

くことを考えると、例えば「業種別・事業性融資の着眼点」や、「業種別の着眼点」ある

いは、サブタイトルをつけるといったように、名称変更も検討してはどうかと考えている

ところでございます。 

 本日はこちらについてもご議論いただけたらと考えております。   

 ７スライド目からは、今年度の取組みについて中間報告をさせていただきます。 

 ８スライド目をご覧ください。 

 若手職員向けに作成している「逆引き着眼点（仮称）」ですが、金融機関の職員の皆様

が大変お忙しい中で、融資相談があった時に、事業者に対してあと一歩踏み込んだヒアリ

ングを行い、「業種別支援の着眼点」にさかのぼって逆引きをする形で、企業のより深い

理解につながるように、業種別に代表的な資金ニーズに対する留意点をまとめていこうと

いうものです。 

 なお、財務的なアプローチについては各種参考資料もすでにたくさん出ていますので、

一定の知見はあるという前提で作成しています。 

 資料５につきましては、より良い内容としていきたいと考えております。 

 また、事前のご連絡にて、「若手職員に趣旨が伝わりやすい名称にしてはどうか」とい

うご意見もいただいております。すでに暫定版として配布しております、資料５につきま

しては、第３回研究会の前に追加でご報告をさせていただくことも考えておりますので、

ご共有については、お控えいただきたく存じます。 

 ９スライド目をご覧ください。 

 金融機関等に対し、組織による自走化の後押しにつながるよう、講師向けのコンテンツ

を取りまとめております。 

 一つ目が、各金融機関から頂戴いたしました取組事例です。今後、講師が活用しやすい

ように、ワンポイント等を追加していきたいと考えております。詳細につきましては資料

６をご覧ください。 

 講師向けのコンテンツの二つ目として、若手職員向けのワークショップなどで活用を想

定した、ケーススタディとティーチングブックを作成しております。 

 昨年度の研究会でもご意見をいただきましたが、それぞれのケースに対して、講師役の

参考となる解説例を示した「教本」のようなものを新たに追加していきたいと考えてお

り、取組みを進めております。詳細は資料７をご覧ください。 
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 最後に、勉強会レポートでございます。詳細は資料８をご覧ください。   

 講師向けのコンテンツの三つ目として、組織による自走化といった事業性評価や、基礎

的な支援力向上につながる継続的な取組みとして、人材育成を効果的に実践している金融

機関の事例収集を行い、より効果的な勉強会の実施手法について研究しております。 

 資料８でご報告している信用金庫の取組みは、事業の理解や事業者支援力の向上につな

がる取組みとして、長期間継続されている研修を取材レポートとして取りまとめておりま

す。 

 今後は、『着眼点』をテーマにした勉強会の事例について、取組みの工夫や実施の効果

などを調査・整理していく予定です。 

 また、取組事例及びケーススタディにつきましては、研究会後に事務局が運営しており

ます「業種別支援の着眼点」の特設ホームページに掲載する予定です。 

 11 スライド目に、今後のスケジュールを記載しております。 

 13 スライド目には、参考として、本事業外の新たな取組例として、支援機関による『着

眼点』の普及セミナーの実施例などを掲載しております。 

 

 事務局からの説明は以上となります。補足事項がありましたら、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○金融庁 

 補足ということで申し上げますと、基本的には事務局のご説明のとおり、我々、金融庁

として、金融機関の仲介機能の発揮ということについて、今年はこれまで積み上げてきた

事業性融資推進法・企業価値担保権の活用となりますが、これが来年施行されるというタ

イミングでございます。 

 また、経済全体を踏まえれば、金利ある世界になってきているということ、経済状況も

全体としては良いという状況で、地域の課題も噴出している中で、金融機関がなすべきこ

とには、様々な観点があると思いますし、事業者に対して、どのように支援していくかと

いうことは、非常に重要なポイントになってくると思います。故に、この事業性融資推進

法や、「業種別支援の着眼点」と金融機関の職員の方々の事業者に対する「目利き力」と

いうものをどう育成するかという政策のため、ぜひ皆様方にご意見をいただいて、より改

善していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○座長 

 それでは続きまして、本日の検討に入ります。まず事務局から本日皆様方にご検討いた

だきたい論点についてご説明をお願いいたします。 
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○事務局   

 資料４をご覧ください。 

 委員の皆様に本日ご検討いただきたい論点は大きく二点でございます。 

 一点目は、「業種別支援の着眼点」について、事業者支援に限らず、様々なステージや

タイミングで利用されるために名称変更することを検討しております。その是非やお考え

についてお聞かせいただけたらと考えております。 

 二点目は、お示ししております成果物（案）について、金融機関の職員等が学習や研修

などで活用する場合において、講師はどのような視点で指導していくべきかという観点か

ら、ご意見やアドバイスをお聞かせいただけたらと考えております。 

 以上の点について委員の皆様にご議論いただきたいと存じます。よろしくお願い申し上

げます。 

 

○座長 

 それでは議論を進めて参ります。論点が二つありますので、論点１、２別々に前半、後

半に分けて議論をしていきます。 

 １テーマについて２、３分ずつご発言をいただき、もし時間が残れば２巡目にご希望の

方にご発言いただくという形で進めたいと思います。 

 まず、本日ご欠席の委員のご意見について、事務局よりご紹介いただきます。 

 

○事務局   

 それではご意見について事務局よりご紹介致します。 

 

＊ご意見＊ 

・個人的な感覚では、「支援」とは、再生局面のみではなく、広い概念だと思っていた。

今後さらに利用範囲が拡大されていくのは賛成である。 

・具体的な案があるわけではないが、若手職員にとって用途がわかりやすく、イメージし

やすい名称が望ましいのではないか。 

 

というご意見をいただいています。以上です。 

 

○座長 

 論点１は、この名称が良いか、違うものが良いかということですが、議論をしていきた

いと思います。 

 基本のコンセプトを今の段階で変えることはないのですが、若手職員への訴求という点

では、副題をつけるというアイデアや、略称が良いのではないか、など、様々なご意見が
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あると思います。また、皆さまの会社では、どう呼んでいらっしゃるかなど、ご紹介いた

だきながらお話いただければと思います。 

○委員 

 確かに、「支援」と言うと、経営改善支援や、事業再生支援として読み込んでしまうの

ではないかと思います。そういう意味では、事業性を理解して、円滑なコミュニケーショ

ンを取る中で、実態把握やモニタリングを深めて融資につなげるネーミングにした方が、

わかりやすいかと思います。以上です。 

 

〇座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 名称変更については、皆様方の尽力と努力により、一定の認知がされている状態や、当

初のコンセプトなどを鑑みると、現状維持で良いと思います。仮に変更する場合、認知さ

れているメリットが、名称変更により、利用者の混乱を誘発してしまう懸念を持っていま

す。 

 「支援」という言葉は、事業改善支援や再生支援といったものを当初イメージしていま

したが、現場で業務する方には、「事業者支援」という言葉は、事業再生や経営改善の局

面だけではなく、多くの場面で活用されていると思います。我々の業務である資金繰り支

援、金融支援でも、広い意味で「支援」の一つだという意識で取り組んでいます。 

 当然、「支援」の前提として、事業者をよく知る、事業性を理解することが根底にあ

り、その意味でも、「支援」という言葉があることについては、違和感がないと思いま

す。 

 一方で、より普及させるため、作り手のメッセージを込めていくということも大切かと

思います。その意味では、例えばサブタイトルを付けることも一案として考えられます。 

 

○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 「支援」というワードには、いわゆる金融再生・再生支援といったイメージがあるとい

う印象も受けます。一方で、「業種別支援の着眼点」は、推進面においても、色々と気付

きを若手行員に与えられる資料になっているため、その意味では「支援」というワード

が、違う印象を与える可能性はあるかも知れないと思います。 

 また、「着眼点」というワードについては、個人的には非常に気に入った表現であるこ

とから、「着眼点」はぜひ残してほしいと考えます。以上です。 
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○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 「業種別支援の着眼点」については、事業の目利きという点で、非常に活用しやすいも

のだと思います。また、人の問題、事業承継、ビジネスマッチングにも触れていることか

ら、ソリューション営業にも活用できる資料だと思っています。 

 ただ、ご指摘のとおり、「支援」という単語が入ると、改善フェーズ以降で活用を想定

する方はいるということも事実です。そのため、名称は、再考する余地はあると考えま

す。名称を検討する際は、一番浸透している「事業性評価を連想出来るもの」にすると、

活用する行員が増えると思います。以上です。 

 

○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 よろしくお願いします。 

 ネーミングについては、だいぶ浸透してきているので、現行で良いと考えています。も

し検討するのであれば、サブタイトルの追加が良いと思います。 

 例えば、「事業性融資の着眼点」という案がありましたが、すでに「業種別審査辞典」

が昔から普及されており、昔は職員もそれを紐解いて、事業者支援を行ってきましたの

で、「業種別支援の着眼点」は現行のままで良いかと思います。また、「支援」は、こだわ

りすぎなくて良いかと思います。以上です。 

 

○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 よろしくお願いします。 

 「事業性融資推進法」が来年 5 月 25 日に施行されることとなり、現在、多くの金融機

関が興味を持っています。一方で、現段階では、正しく認識をしている金融機関が非常に

少ないという印象を受けており、従来型の回収のための担保という印象が先行していま

す。 

 私は９月に入門書を執筆した関係もあり、多くの金融機関から企業価値担保権の取組状

況について、ヒアリングをする機会が増えています。「事業性融資推進法」第１条の目的

である、「融資慣行の是正」を正しく認識している金融機関の方は、とても少ないです。
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逆にそれを正しく認識していた方は、声を揃えて「企業価値担保権」は、事業性評価のア

プローチとして非常に効果があるものだと感じている印象です。 

 今年度の本研究会の目的は、「業種別支援の着眼点」の普及と認識しています。「業種別

支援の着眼点」の普及と企業価値担保権の普及に親和性があること、しっかりクロスさせ

ていくことは、地域金融機関が取り組む事業者支援の質向上や融資慣行の是正などにおい

て効果が大きいと思います。 

 例えば、「事業性融資推進の着眼点」は、一つの案として良いと思います。「業種別企業

価値の着眼点」も、企業価値担保権が従来の担保に必要な換価価値のための価値測定的に

ミスリードされないのであれば、統一したツールとなって良いなと思います。以上です。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 論点１について、名称変更には全く異論はありません。本研究会の当初とは、経済情勢

が全く違っており、当初はコロナ禍での「支援」という形で始まりました。現在、コロナ

禍に重い債務を背負ってしまった事業者がいるのも事実ですが、完全にフェーズが変わっ

ていると思います。 

 事業性融資推進法も来年の５月に施行され、金融機関の「目利き力」が問われてくるタ

イミングであることから、名称変更は絶好のタイミングだと思います。スタートアップか

ら事業再生まで、企業のライフステージごとに使える着眼点だと思っています。その意味

では名称変更することも検討できると考えます。スタートアップの着眼点、廃業支援の着

眼点といった場面ごとの着眼点も必要になることもあると考えています。以上です。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 論点１について、変えなくて良いのではないかと思います。論点１の趣旨としては、事

業者支援に限らず、様々なステージやタイミングと記載されていますが、この点に少し違

和感があり、疑問が出ました。ステージに関わらず、金融機関が考える「支援」は、事業

者支援だと思っていましたので、敢えて変えるメリットはないと思います。 

 変更案を色々と考えましたが、結局「支援」という言葉は入ったことから、変えなくて

良いと思います。 

 ただ、事業性評価に基づいた融資の導入期でもあるため、それとセットで名称を変更す

ることは、政策としてはあるかも知れません。他方で、これまで「業種別支援の着眼点」
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を活用している方からすれば、「あれ？なくなってしまったの？」と認識されるデメリッ

トもありますので、トレードオフの関係にありますが、そこは協議する部分かと思いま

す。結論は、「業種別支援の着眼点」のままでよいのでよいと考えています。以上です。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 「業種別支援の着眼点」は、もともと初級者向けに作成されたものということが基本コ

ンセプトとしてあるため、あまり特定の目的ではない方が良いと思います。 

 また、「支援」という用語は、私のような実務家でない人間には、M&A や人材マッチン

グも「支援」です。「支援」という単語が、実務家の方々には「再生支援」をイメージす

るものなのか、と新たに思った次第です。 

 もし若手が「事業者支援」と聞いたときに、「支援」は「再生支援」だと理解している

のかもしれませんが、金融庁の文書でも使われているように、むしろ金融機関が非金融的

な「支援」を含め、色々な事をやっていく、ということを分かってもらうという意味で

も、「支援」という意味合いは広いので、今のままでも良いかと思います。仮に変更する

場合、「着眼点」は割と定着しているという発言から、また、我々も略称する際に、金融

庁が出している「着眼点」という言い方をするので、「着眼点」をなくすと違うものにな

ってしまう印象を与えることから、継続性の観点からも難しいのかと思います。 

 敢えて変えるのであれば、「事業性理解の着眼点」や「事業理解の着眼点」などが良い

と考えます。これは特に研究会で何かを決めるということではなく、こういった色々な意

見があるということで、金融庁と事務局で考えていただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

 

○座長   

 もう少し議論に時間が使えますが、何かご意見はございますか。 

 

○委員 

 私の意見もご参考にしていただいたということですので、その趣旨を少しお話させてい

ただきます。 

 企業価値担保権が施行された後に、「どの程度金融機関において使われるのか」につい

ては、この研究会の委員の間においてでも、差があると思います。先程、政策的であれ

ば、というご意見もあったと思いますが、個人的な意見ですが、最終的な目標は「地域の

事業者を支援する」という意味も込められているのと同様に、事業性融資推進法の第一条

にある、将来的には、融資慣行の是正が大事なのではと思います。 
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 その点では、事業性融資推進法の目指すところと「業種別支援の着眼点」が目指すとこ

ろは同じという意味では、政策面も含めて議論されてみても良いのではないかと思いまし

た。 

 

○座長 

 ありがとうございます。 

 他の委員の皆様はよろしいでしょうか。金融庁から、何か今伺ったご意見を踏まえてい

かがでしょうか。 

 

○金融庁 

 委員の皆様方、様々なご意見ありがとうございました。我々も、名称については必ず変

えるとか変えないとか、決めているわけではなく、ご意見をお伺いしたく、ご議論させて

いただきたいということでした。 

 このままもありますし、サブタイトルを作るという形もあるし、先生方の案に変えるな

ど、もう少し幅広く検討して参ります。皆様のご意見からも、使う側である金融機関の皆

様方のご意見がやはり大事であるということ。特に若手職員からの意見が一番大事なのか

なという気もしておりまして、そういったことも聞き取りしながら考えていきたいと思い

ます。大変ありがとうございます。 

 

○座長 

 それでは、二つ目の議題に入りたいと思います。こちらも、お一人当たり２、３分でお

話しいただけますと、円滑に進みますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、事務局からご欠席の委員のご意見をご紹介いただけますでしょうか。 

 

○事務局 

 それでは事務局より、ご意見をお伝えいたします。 

 資料５につきまして、チェックリストになっている部分については、よく出来ているも

のの、赤字補填の記載部分など難易度が高く、構成に工夫がいるのではないかというご意

見を頂戴しております。 

 「取組事例」（資料６）や、「ケーススタディ・ティーチングブック」（資料７）とも

に、今後、講師が自身で作成する資料が、ブラッシュアップされていくきっかけになるよ

うな良いものになるであろうというご意見をいただいております。 

 また、フォーマットがあるということが、非常に大事で、このフォーマットをきっかけ

に、講師が生成 AI なども活用して、パターンを増やすことにつながる可能性もあり、今

後のさらなる活用が期待出来るのではないかとご意見を頂戴しています。 

 



 

56 

○座長 

 こちらがまさに本日の論点です。これまで作ってきたものを実際に職員の方々に学んで

いただく、それをどのようにして実効性を持たせるかというところです。 

 これまでも、まず講師を育成しようということで、勉強会を開催しました。今年度は、

講師が円滑に実施出来るサポートとして、色々な資料も用意していますので、その点を踏

まえて、議論いただきたいと思っております。 

 

○委員 

 資料５ですが、私は大変よく出来ているなと思います。ただ、例えば在庫資金が必要だ

という時に、正常運転資金の中で在庫資金の融資をした場合、売れ筋が変わるなどで、滞

貨してしまったというような異常事態で滞貨資金になる。あるいは、販売不振や販売先が

破綻するなどで、赤字補填資金につながる、といった経緯を加えていただくと、理解が深

まるのかと思います。これを拡充していくと、非常に良いと思います。 

 また、「取組事例」（資料６）において、水産加工業の例もありましたが、良く書かれて

いるなと思います。 

 出来れば、例えば業種別の設備資金のところにつながるように、「取組事例」（資料６）

の事例の通り、運送業から横展開していて、荷捌きや梱包とか、そのような業種にも広が

っているということも多く、具体的な使途にもつながるような記載も加えていただければ

と思います。 

 建設業であれば、解体の事業も含めてやっていくなど、他にもいくつかありますが、講

師にも、色々な形で気付きになるのではないかなと思います。 

 最後にお願いですが、講師自身が取り組んだ事例も、全部が打率十割というわけではな

いはずなので、失敗や反省事例を入れると、聞く側の理解も深まるのではないかと思いま

す。以上です。 

 

〇座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 成果物がどの資料もしっかり作り込んでいるなと思います。 

 「逆引き着眼点（仮）」（資料５）は、資金ニーズのポイントや見方について、しっかり

記載されていると思います。我々の実務は、資金が必要になる時に、事業者の経営の変化

など色々な起点になる部分も支援しますので、資金ニーズのポイントを確認することが、

例えば在庫の滞留など、企業において生じているであろう事象を想定することにつながる

のではないでしょうか。そのような視点も書き加えていただくと、事業者支援のツールに

なると思います。 
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 また、「取組事例」（資料６）ですが、様々な業種・事例を取り上げられており、こうい

う事例ってあるよねと感じ、若い担当者が見てもイメージしやすい内容だと思います。 

 また、「ケーススタディ・ティーチングブック」（資料７）も、今後『着眼点』を普及し

ていく意味では、研修の局面で色々なケーススタディを通じて学んでいくことが、一番有

益かと思います。それに当たって、事業者支援の着眼点に求められる「業種別支援の着眼

点」などをしっかり盛り込みながら、グループワークの素材として非常に有益なものにな

っていると思います。 

 要望ですが、講師が研修の参加者からどのように意見を引き出すか、また、参加者が企

業に対してイメージを持ちやすくなる引き出し方やポイント解説があると、講師は非常に

活用しやすいかと思います。講師はどのような視点で指導するかという部分もあります

が、研修等を通じて、参加者が企業をしっかりイメージ出来ることが、大切だと思いま

す。イメージした上で、グループディスカッションを通じて、課題の抽出や支援方針を検

討する研修は非常に有益かと思いますので、そのような内容が組み込まれたティーチング

ブックになると良いと思います。以上です。 

 

○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 「逆引き着眼点（仮）」（資料５）について、私の入行当時には、赤字補填資金は出せな

い、と一蹴されたような記憶もあります。一方で、現在の再生支援に携わっている立場で

は、当然事業の再生が見込める場合は、赤字補填資金に対応し、再生させていくという目

線はあります。その意味では、何でもやって良いということではありませんが、「赤字補

填資金」としっかり明示して、そのような資金使途もあるということも認識してもらうと

いう意味で、非常に良い資料であると感じています。 

 また「取組事例」（資料６）ですが、特に「担当者としてどう感じたか」や「ワンポイ

ント」など、生の担当者の声は、経験のない若手行員には特に刺さりやすいと思います。

具体的な事例は、非常に参考になると考えます。また、「ケーススタディ・ティーチング

ブック」（資料７）については、ただ聞いているだけの研修ですとなかなか実にならない

ため、手を動かし、頭を働かせ、色々な人の意見を聞きながら、研修を進めていくという

ことは、非常に有効性が高いと感じます。 

 また、「ご検討いただきたい論点」（資料４）にあります、講師はどのような視点で指導

していくべきか、という点においては、様々な資料に加えて、金融機関ごとに色々な事

象・事例という特有のものがあり、そういうリアリティのある話や実際に起きていること

を、研修の中に織り込むと、より一層身近に感じて、浸透しやすいと考えます。その辺り
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が講師として工夫が必要なところであり、研修が実のあるものになると考えます。以上で

す。 

 

〇座長 

 ありがとうございました。 

 

〇委員 

 実際に「業種別支援の着眼点」の研修講師側として、資料を見て感じたことをお伝えし

ます。 

 まず「取組事例」（資料６）の一つ目の事例ですが、「業種別支援の着眼点」のホームペ

ージにある、ケーススタディのケースＢの話ではないかと思います。実は、先日この事例

も含めて研修を開催しました。まず、受講者が動画を視聴し、ケーススタディを解き、発

表したうえで、講師側が解説する、という形で研修を行いました。その上で、今回の資料

を見ると、非常に理解が深まったというのが私の意見です。まずケーススタディがあっ

て、実際の流れがあると、非常に理解が深まると思います。 

 もう一点、「ケーススタディ・ティーチングブック」（資料７）のケース１のイタリア料

理店の話です。これも同様に、ホームページに掲載されていましたので、同じように研修

で活用しました。こちらも、ホームページには答えがない状態で掲載されていますが、ケ

ーススタディを活用して若手行員に発表してもらうと、「なるほど」と思う意見が結構出

ました。答えがない方が、もしかしたら思考の広がりが出るのではないでしょうか。ティ

ーチングブックがあると、答えとして非常に良いのですが、加えて、「もっと広がりがあ

る」ということを掲載した方が良いと思います。以上です。 

 

○座長   

 現場でのご経験に基づいてありがとうございます。 

 

○委員 

 まず、「逆引き着眼点（仮）」（資料５）については、前回申し上げたとおり、一時資金

も赤字補填も全て運転資金のため、分けた方が良いのではないか、という違和感が少しあ

りました。むしろ「業種別支援の着眼点」ということですので、「赤字補填資金はダメ

だ」という印象よりも、「赤字補填資金を出しながら、支援をしていく」というストーリ

ーにつなげていくと、若手も怖がらず、前向きに考えていくことが出来るかと思います。

赤字補填資金の返済原資は何かとなると、改善計画などしかなく、今後の事業性評価の強

みなどを評価した中で、強みを生かし、改善していけば、最終的には返済が出来ると考え

ます。そのため、最初の半年や一年は返済がなくとも、最終的には改善をして、回収が出
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来るというようなストーリーから赤字補填資金の出し方を作ると、若手も勇気が出て、本

来助けるべき中小企業者に、寄り添うものが出来るかと思います。 

 運転資金や設備資金は当たり前で、それよりももう少し特色のある、「逆引き着眼点

（仮）」を作成すると面白いと思います。 

 資料６は、非常に私自身感動したというか、感心したというか、すごく改善に力を入れ

て寄り添って、ここまで良くなったのだなというところに、非常に感銘を受けました。 

 水産加工業の話も本当に感動したのですが、「業種別」というよりは代表者など、キー

マンとなる方の意識を変える難しさや、どのようにすれば変わっていくだろうという、そ

の辺りの苦労話などを感じることが出来て良かったです。取組事例の内容は、少しベテラ

ン向けかとは思いますが、最初から答えを見せるわけではなく、グループディスカッショ

ンなどで活用できると考えます。 

 次に、資料７は、初心者向けのため、非常に分かりやすく出来上がっていると思いま

す。一つ指摘するのであれば、まず、企業のライフサイクルをしっかり教え、どのステー

ジにいるかというところから始めると、もう少し分かりやすくなるかと思います。介護は

多様な形態があるため、複合的になると大変分かりづらくなりますが、事業別に分けて収

支を考えていくと、もっとテキストは広がっていくと考えます。 

 資料８ですが、講師は、どのようなツールを使っているか知りたいのではないかと考え

ます。１ページ目の右側に、分析がありますが、そのようなツールを使って事業性評価を

することを共有し合うと、より事業者を知るためのツールが共有されると思います。以上

です。 

 

○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 普及にはベースとなる指標が提示されていることが、重要だと思います。もちろん、本

体である『着眼点』も当然あるわけですが、さらに金融機関といった使う側がワークしや

すい、動きやすいものが必要だと思います。 

 その観点から、「逆引き着眼点（仮）」は、“このような形で資金ニーズがある”というこ

とと、実態を非常にイメージしやすく、「業種別支援の着眼点」の本質もついているた

め、ニーズをしっかり逆引きで知ることが出来ます。 

 資料６の取組事例があると、イメージがしやすいです。資料７は、ディスカッションが

大変盛り上がると思いますし、一つだけの答えではないというところも含めて、指導して

いく上でも大変やりやすいと考えます。資料８で具体的な使い方を提示することは大変効

果的だと思います。以上です。 
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○座長   

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 資料５は、最初に参考資料がある前提と言うことだったと思います。出来れば、運転資

金はもう少しロジカルに説明をしてほしいと思います。特に、増加運転資金、減産資金、

取引条件の変更による運転資金などは、貸借を図表で説明することにより、運転資金の発

生要因が理解出来、その後、『着眼点』を見て、落とし込むという流れが良いと感じま

す。 

 資料７のケーススタディ・ティーチングブックについては、非常に良いと思います。特

に通常審査でも、この企業はどのような企業だろうかと考え、審査しています。金融機関

は、想像力や発想力といったイメージが弱く、現場職員には、想像力や発想力を持って企

業を見てほしいということを伝えています。また、現場では仮説・検証を繰り返すこと

で、本当の企業実態が見えることから、このティーチングブックのアプローチは良いと思

います。 

 最後に、資料６ですが、８ページ目の３ポツ目について「金融機関としての支援」の部

分で、「最適なシニアローンや劣後ローンを組み合わせた金融支援」という表現が、理解

しにくく感じます。また、「担当としてどう感じたか？」の部分では、「DDS を劣後ローン

にリファイナンスする」という表現も少し理解しにくく感じられ、この点は注釈をしてい

ただけたらと思います。 

 ただ、特に若手職員は事例から類似案件がないか探すため、その意味では最適な資料で

あり、これを積み上げることが大事だと思います。以上です。 

 

○座長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 まず、資料については非常に良く出来ていると思います。私も職業柄、色々なところで

研修講師を担当しますが、そのまま活用出来そうな気がします。少し変えたいところはあ

りますが、それは趣味の世界のため、完成度としては高いと思います。 

 問題は、講師の皆様にいかにその趣旨を理解し、伝えるかという点に尽きると思いま

す。少し脱線しますが、そもそも「事業者支援とは何か？」というところについて、話す

方も聞く方も、金融庁も、殆ど目線が合っていないのではないかと思います。実は「支

援」という言葉自体も、皆さんと捉え方の違いがあるのかと、驚いたくらいです。「事業

者支援とは何か？」というと、再生支援と思われた方もおり、「そういう捉え方もあるの

か」と少し驚きました。そういった誤解のままに研修すると、誤解のまま伝わり、誤解の
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まま動かないということがあるので、やはり言葉の定義は、もう少し慎重に定義した方が

良いと思います。 

 講師に、例えば「事業者支援とは何か？」と聞いた時、私も別件にて金融庁でお話しま

したが、大体経営者は、ヒト・モノ・カネ・情報を使って利益を出そうとしていると思い

ますが、その悩みは、大抵、ヒト・モノ・カネ・情報から出てくるものです。例えば、金

融機関の事業者支援とは、そのヒト・モノ・カネ・情報の課題に対して、どういった解決

方法を提供するかということであり、それが「支援」だと思っています。 

 例えば事業再生支援は、事業者のカネの問題とともに、経営者がいない、経営人が不足

しているという、ヒトの問題を解決しています。事業者支援とはどういうものなのか、と

いうこと自体を明確に定義していないと、この手の話は結構空振りになってしまうのかと

思います。 

 事業性評価はそもそも何のためにやるのか、という話も色々なところで出ています。こ

れも事業者支援も同じ話で、そもそもお金を取るのか取らないのか、事業者支援とは何を

解決するものなのかというところは、おそらく金融機関ごとに戦略で変わっていると思い

ます。一律にどれが良いとか、どれが間違っているということはなく、もし金融機関内で

取り組むのであれば、「当行、当金庫、当組合が考えている事業者支援は、こういうもの

です」といったように、きちんと伝えた上で話をしておかないと、皆それぞれの解釈をし

て、「事業者支援をやっています」と言うけれど、外から見た時に「やっていない」と言

われる。そういったことがよく起きていると思うので、事業者支援という言葉自体を、明

確にしておいた方が良いと思います。明確にした上で、このパッケージをどう使うかとい

うところを、話す側が理解していないと、なかなか辛いと思います。私も事業性評価の研

修をやって欲しいと言われますが、そもそも事業性評価は何のためにやるかという問いか

けから入っています。金融機関の中でも実はバラバラで、問いかけることから研修を始め

ていくというやり方をしています。 

 もう一つは、ディスカッションをしてもらうことは大変重要だと思います。事業再生高

度化事業ということで、再生支援の研修を行っていますが、ディスカッションをすること

で、他の人の意見も理解し、自分の意見のアジャストメントも出来ていくので、重要だと

思います。 

 懸念点としては、答えが全くない人にいきなりディスカッションしてもらうと無言にな

るため、一定程度のレベルの知識を入れた上で実施したほうが良いと思います。したがっ

て、聞く人が例えば新人行員なのか、５年目、10 年目なのかによって、事前に知識をイン

プットした上でディスカッションすべきと思います。 

 事業再生高度化事業では、最初の予習からある程度理解しているので、ディスカッショ

ンのテーマに結構はまりやすく、実際きちんとディスカッションになっているので、参加

する行員のレベル感に応じて、インプットを丁寧にしないといけないと思います。 
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 そのアプローチでは、最初に「勉強してきましょう」という話になるのですが、これ

は、最近の若手は、やはり答えを求めたがる。「簿記をやってこい」と言うのは、ハード

ルが高いので、答えを見せながら、簿記の勉強をさせるなど、そういった方向へ仕向ける

ことをしないと多分、講師としては実際できないので、その辺も含めてコンテンツを少し

工夫した方が良いかと思います。意外に飛びつきやすい餌を見せて、その餌を持ってより

深みにはめさせるといったアプローチの方が良いのではないかと思っています。私の反省

を含めて、私の意見でございます。以上です。 

 

○座長   

 皆様、誠にありがとうございました。私からもコメントします。 

 まずは皆様方から出ているご意見として、基本的にはこの教材について好意的であり、

もう少し補足が必要というご意見であったかと思います。特に事例が充実している点は、

ポジティブに評価されているように見受けられます。 

 一つ目は、「逆引き着眼点」について、皆様は違和感がないかと見えましたが、私は

「逆引き着眼点」とは何だろうと思ったところです。今回の場合、資金ニーズの観点から

企業を理解する時に、「元々の『着眼点』のここを見ると良い」と言うことのため、「逆引

き」という単語で良いのかと思います。もう一つは、企業価値担保権を理解するために

は、本体の『着眼点』の「こういう部分を見に行くと良い」といったような作り方をすれ

ば、元々のものはそのままで、特に今回話題に出ている部分について、フォーカスした内

容を制作したということを伝えられると思います。 

 二つ目は、講師からのフィードバックはどうなっているのか、というご指摘もありまし

た。他の委員の皆様からも、講師の力量をしっかりと高めておかないといけないというご

意見がありましたので、仮に銀行内にそういった人材が十分いないという場合に、どのよ

うな形で講師を育成していくかも重要です。先生が理解していない話は、受講生が理解で

きるわけがないです。先生が本当に理解していると、受講生は難しいことでも分かった気

にはなる、ということがあるので、講師が理解出来るよう、工夫していく必要があると思

います。講師の方々とせっかく作ってきたパイプを、これからどのように維持していく

か、あるいはその方々からのご意見を聞いていくプロセスも大事かと思います。 

 一度、金融庁からご意見をいただきまして、皆様に追加のご意見を伺おうかと思いま

す。 

 

○金融庁 

 委員の皆様、ご意見ありがとうございました。 

 「逆引き着眼点」という名称について最初は「何だろう」というところもあります。実

際の現場で使われている皆様が、納得されるかどうかというのが一番重要ですので、ぜひ

ご意見を賜りたいと思っております。 
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 また、各資料について、特に取組事例、ケーススタディなどについてご意見をいただき

ありがとうございました。やはり実際の職員の方々が活用できるものにするためには、講

師の方にきちんとご理解いただくことが出来ることが前提にあります。そもそも事業者支

援とは、職員自身の中、また銀行、金庫の中ではどのような意味で使われているかという

点を定義することは、非常に重要だと思いました。企業のライフサイクルに合わせて、何

を支援するかは、場面、場面で変わりますので、様々な場面で使えるようにするというこ

とは、重要になると思っています。 

 そういった意味でも、定義は必要だということと、それを受けて、講師になっていただ

く方にご理解いただけるように、本日いただいたご意見も踏まえまして、ブラッシュアッ

プしていきたいと思います。 

 

○座長   

 委員の方で、追加でご発言の希望はございませんでしょうか。 

 

○委員 

 座長がおっしゃっていた「逆引き」の話は、結局下から知識を積み上げて、外に出て…

というやり方は時間もかかるし、飽きてしまいます。そのため、前回の研究会で「逆引

き」について「良いですね」とお伝えしたのは、結論から見せてもらったほうが、理解が

早いのではないかと思ったからです。現代的なアプローチだと思います。 

 追加ですが、その視点で言うと、講師の皆さんでディスカッションをする、教え方のデ

ィスカッションをすることもありなのではないでしょうか。最近の若手には、こういった

アプローチが良いよね、といったこと、聞く側のことを話す側が学ぶということもあって

もよいのではないかと思いました。以上です。 

 

○座長 

 ありがとうございます。 

 金融庁がまとめている金融行政方針の中での、地域金融力の強化というところでも、要

点としてはベストプラクティスを共有していく、ということを述べているので、内部の人

材を育成していくための、ベストプラクティスの共有という部分でも、金融行政として進

められるべきこととの認識です。そういった観点でもおっしゃったようなところもあり得

ると思います。 

 

○委員 

 ご指摘された「支援の定義」は幅広く、確かにそうだなと思いました。ただ、「支援」

には、「強い人が弱い人を助ける」という印象が先行しているように思われます。何とな

く、金融機関にスキルがあり、事業者がしっかりしていない前提で扱われている部分があ
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ると感じています。最近、行政方針などにも「共通価値創造」という言葉が出ています

が、企業価値担保権には金融機関と事業者の「共通価値創造」の理念があると思います。

「支援」は最終的に金融機関のためとも言える、という考えが根底になる気がしていま

す。「支援」ということを、「助ける」という意味でもなく、金融機関「自らのためだ」と

いう定義もあるように感じる次第です。 

 

○座長   

 ありがとうございます。 

 金融行政では、「共通価値の創造」ということで、お客様を良くして、地域金融機関に

還元してもらおうということが、基本的なスタンスです。金融機関向けのアンケート調査

でも、金融機関の皆様もそのように取り組むことが標準的なため、まさにおっしゃってい

ただいたようなスタンスがこの事業でも続けられていると思います。 

 他にはよろしいでしょうか。 

 

○委員 

 私も、取組事例（資料６）は、本当に良かったと思いますが、お話があった、DDS を劣

後ローンで組み替えるという点は、例えば、公庫の実施している資本性劣後ローンという

ことを書くと良いのではないか。支援後の経過の部分も、出来れば、粗利益率の上昇や、

EBITDA の増加ということも入れると、よりイメージがつくかと思います。大変良く出来

ているので、色々と活用されるのではないかと思います。以上です。 

 

○座長 

 ありがとうございます。事務局側も嬉しいですね。 

 他の委員の皆様方はよろしいでしょうか。特に金融機関の皆様方、何か追加でご発言い

ただけますと、ありがたいです。 

 

○委員 

 講師をしている立場として、少しお話しようと思います。研修をする時は、大体大きく

２パターンで実施しています。 

 まず、「業種別支援の着眼点」を用いて話をするパターンと、ケーススタディを学んだ

後に「業種別支援の着眼点」を用いて話を聞いてもらうパターンです。当然、後者の方が

圧倒的に理解を深めています。講師にケーススタディを活用した研修を提供するアプロー

チが良いと思います。以上です。 
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○座長 

 ありがとうございます。他に、これを使ってみたらどうかなど、感想等があれば共有い

ただければと思います。 

 

○委員 

 講師として教える場面と、営業店職員としてお客様先から戻ってきた職員と相談をしな

がら教える時など、様々なシチュエーションが想定されます。講師がそれなりの力量や経

験がないと教えられないので、例えば、ある職員が帰ってきた時に、「こういう企業を、

こうしていきたい」と言った時に、一緒に出向いて話を聞いて、強みなどを探したり、そ

れこそキーマンを見つけたりしています。先ほどの水産加工業の例ではないですが、改善

のポイントを一緒になって見つけていくということをやると良いと思います。 

 私が営業店長の時に、月に１度、事業性評価勉強会を開催していました。また、融資部

の時は、短期トレーニーを創設して、融資をやりたいという職員を一ヶ月、２～３名預か

り、徹底的に一社の事業性評価を行うことや事業者との面談、仮説立てから、色々な課題

解決や融資の話につなげて、プレゼンをする力をつけることをしました。そういったやり

方をすると、彼らが今度は講師になって、若手の職員を育てられる、というそのような形

で教育をしています。以上です。 

 

○座長 

 それでは、議論は以上とさせていただきます。 

皆様からいただいたご意見につきましては、事務局で引き続き検討していただきたいと

思います。また、本日いただきましたご意見に追加して、特に詳細で貴重なご意見をいた

だきましたが、時間の都合で伝えきれなかったということもあるかと思います。その部分

につきましては、事務局宛てにご一報いただければと思います。活発なご議論をありがと

うございました。 

 それでは、私が担当する議事はここまでとして、以降の進行は事務局でお願いします。 

 

○事務局 

 座長ありがとうございました。委員の皆様、本日は有益なご意見をいただきありがとう

ございました。 

 座長からもありましたように、事務局としては嬉しい声も色々といただき、今後どのよ

うに仕上げていくか、報告資料をどのように使って研修を進めていくのか、人材育成を進

めていくのかという方法論などを今回ご議論いただいて、ご示唆いただけたと思います。 

 どこまで情報を出していくのか、ヒントを出していくのかなど、どのように進めていく

かというところは、悩ましいところではありますが、本日いただいたご議論を元に、色々

な成果物の、良いコンテンツの作成に向けて、進めていきたいと考えております。また改
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めて事務局の方から、ご質問させていただくこともあるかと思いますが、その際は何卒よ

ろしくお願いいたします。 

 

 第３回の研究会につきましては、年明け１月下旬から２月上旬頃を予定しております。

引き続き、ご知見を賜りますと幸いでございます。何卒よろしくお願いいたします。 

 第２回研究会はこれにて閉会とさせていただきます。 

 本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございました。 

 

以上 
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（３）第３回業種別支援手法に係る研究会 

日時：令和８年２月２日（月）15 時 30 分～17 時 00 分 

場所：オンライン 

 

○事務局 

 ただいまより令和７年度「第３回業種別支援手法に係る研究会」を開催いたします。本日

はお忙しい中、本研究会にご参加いただき、誠にありがとうございます。 

早速ですが、「第３回業種別支援手法に係る研究会」の議事を進めてまいります。 

ここからは、座長に進行をお願いいたします。 

 

○座長 

よろしくお願いいたします。本研究会は令和７年度の第３回となり、今年度の最終回とな

ります。今年度の活動報告及び成果物について最終案を提示いただくとともに、今後の取組

みについても、先生方のご意見を頂戴できればと考えております。 

それでは、事務局から「資料３ 事務局説明資料」についてご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それでは、「資料３ 事務局説明資料」に基づいて、今年度の事業について取りまとめて

おりますので、ご説明申し上げます。 

３スライド目をご覧ください。 

今年度の取組みについて改めてご説明いたします。今年度は、若手職員と人材育成等を担

う講師、それぞれに合わせた補足資料等の作成を進めてまいりました。「業種別支援の着眼

点」（以下、『着眼点』）など、事業性融資や事業者支援に関する勉強会の実施についてご報

告をさせていただきます。 

５スライド目をご覧ください。第２回研究会でご意見をいただきました『着眼点』の名称

について、検討を重ねまして、事業性融資の推進と事業者支援にご活用いただくことを期待

し、『「業種別支援の着眼点」～事業性の理解と経営改善の視点～』といたしました。また、

本編の再構成については、理解のしやすさや関連性等を考慮し、10 業種を並べ替えており

ます。こちらは印刷後、各金融機関へ配布予定です。また、巻末には企業価値担保権に関す

る参考資料についても掲載を検討しております。皆様、ご意見ありがとうございました。 

６スライド目以降は、今年度の成果物案をご報告させていただきます。 

７スライド目をご覧ください。若手職員向けの「逆引き着眼点（案）」ですが、若手職員

が融資案件に取り組む際の代表的な資金ニーズにおける確認事項を取りまとめております。

内容のレベル感としては、融資担当役席者などが、若手職員の案件指導の際に活用すること

を想定しています。資金を、運転・一時・設備・赤字補填に分類し、その関係性や業種ごと

に発生する代表的な資金ニーズや、それら資金ニーズにおける確認点についてまとめてお
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ります。詳細は資料をご覧ください。 

８スライド目をご覧ください。講師向けのコンテンツの一つ目が、各金融機関等から頂戴

いたしました「取組事例」です。事業性融資や事業者支援に係る取組事例を広く収集しまし

た。第２回研究会でご意見をいただいた倒産事例や、新たに金融支援を中心とした実務的な

事例も追加しております。詳細につきましては、資料６をご確認ください。 

９スライド目をご覧ください。講師向けコンテンツの二つ目として、ワークショップ研修

などでの活用を想定した「ケーススタディ」を作成しています。正解を探すことではなく、

事象から読み取れる可能性を類推するような自身で考えることを重視し、講師が幅広い解

説をできるように企図して、新たに「ティーチングブック」を用意しました。AI を活用し

た調査や融資判断等をケースに取り入れることで、議論が活発化することを狙いました。詳

細は資料７をご確認ください。 

10 スライド目をご覧ください。勉強会の番外編として、実務者目線から『着眼点』を活

用し、企業価値担保権に係る勉強会を企画しました。中小企業における企業価値担保権の活

用について、一つの現実的なアプローチを示唆できるものとして実施しております。東京・

大阪の全３回で 185 機関、238 名が参加予定となっています。 

ここまでが論点１につながる令和７年度の成果物の報告となります。 

11 スライド目からは次年度の方向性についてご報告させていただきます。 

12 スライド目をご覧ください。事業性評価や基礎的な支援力向上につながる継続的な取

組みを行っている金融機関等を把握するため、今年度は、『着眼点』や事業者支援等の勉強

会を実施している複数の金融機関等を取材しました。効果的な取組みの共通点は①業務と

関連性を考慮していること、また、勉強会の学びを実践する仕掛けがあること、②組織内の

キーマンが推進していること、③勉強会効果の説明や受講者の行動変容に関する効果測定、

これら３点が取組を継続するポイントだということがわかってきました。詳細は資料８を

ご確認ください。 

13 スライド目をご覧ください。今年度の総括ですが、現場職員や、研修の自走化に向け

たコンテンツ拡充を進めてきました。『着眼点』は、事業者支援とともに事業性融資推進に

向けた活用も期待できるところです。『着眼点』は支援能力の向上に向けた人材育成のツー

ルの一つとして活用されており、認知度は高いものの『着眼点』を活用した研修会、勉強会

の実施は落ち着きをみせており、金融機関職員に対する “目利き力”向上に向けた人材育成

は限定的であることも分かりました。 

今年度の気付きという点では、 

１．人材育成は時間を要するものであるため、一過性ではなく、『着眼点』を一つのアプ

ローチとした継続的な人材育成の取組みにつながる仕掛けが必要であること。 

２．ワークショップや勉強会においては、実務（融資判断）を伴うケースの受講満足度が

高いこと。 

３．『着眼点』でも難易度が高いといった声も比較的多くありますので、平易な財務的ア
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プローチとの組み合わせも探れるのではないかという気付きがありました。 

これらを踏まえて、次年度の方向性としては、①各地域の機関と、財務なども組み合わせた

新たな切り口による『着眼点』の勉強会を検討すること、②過去に実施し、ニーズも高かっ

た講師向け勉強会を参考にしたオンデマンド動画配信を検討すること、③更なる認知に向

け、興味をもってもらう仕掛けとなるショート動画配信の検討、この三つの内容を中心に検

討しております。 

15 スライド目は、今年度の年間スケジュールを再掲しております。 

事務局からは以上となります。 

 

補足事項がありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

○金融庁 

ご説明ありがとうございました。また、委員の皆様、お忙しい中ご参加いただきまして、

大変ありがとうございます。２月になってしまいましたが、本年もよろしくお願いいたしま

す。 

皆様方のご意見を承りまして、『着眼点』の名称に「～事業性の理解と経営改善の視点～」

を補足する形で変更できればと思っております。引き続き、この『着眼点』を使っていただ

くためにどうするかということを考えていくわけですが、やはり本年５月 25 日から始まる

企業価値担保権が一つのきっかけになろうかと思います。企業価値担保権を検討いただく

うえでも、深く事業性を理解いただき、事業者とともに経営を改善していくというアプロー

チを具体的に検討していく必要があり、そのためには、『着眼点』のような事業や事業者の

理解が必要となります。その点では、金融機関職員の“目利き力をいかに高めるか”というと

ころに我々の役目もあるのだろうと考えております。従いまして、『着眼点』の認知が広が

ってきたことは、皆様のご尽力の賜物と考えている一方で、現場で使っていただくために、

どのように広げていくかというところに向けて、施策を進めて参りたいと考えております。

私からの補足は以上です。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 

それでは続きまして、本日の検討に入ります。まず事務局から、本日皆様にご検討いただ

きたい論点について説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

ありがとうございます。 

資料４ 委員の皆様に本日ご検討いただきたい論点は大きく２点でございます。 

１点目、今年度のアウトプット（案）に関して、①金融機関等の職員が利用しやすいもの
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となっているか、②勉強会などで、どのように活用できるかについて、ご意見を賜りたいと

思っております。 

２点目、金融機関が人材育成に課題を抱えている中で、今後どのような人材育成を行って

いくべきか、ご意見アドバイスをお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○座長 

ありがとうございます。 

本日も議論を前後半二つに分けたいと思います。前半では論点１についてご意見を頂戴

いたします。残り時間が一時間ほどで、二つの話題ですので、一つ 30 分程度で進めていき

たいと思います。各委員のご発言は、恐縮ですが、１人２、３分でご発言をお願いいたしま

す。 

 

○委員 

取組事例 17 つについては、大変よく整理されていると思いました。２、３点、お願いし

たいことを申し上げたいと思います。 

４ページに記載されている「批評よりお手伝い」ということや、「社長の生活」の想像な

ど、このようなことも非常に大事な「心構え」ですし、「債務整理・廃業支援」も立派な経

営支援であるということも本当に大事なことだと思います。 

事業性の理解については、よく書かれていると思います。例えば、建築金物業界の特性な

どの辺りは、講師の方の経験から肉づけができるところも非常に多いと思います。 

他方、もう少し補足いただければと思ったのは、事例⑦で「経営対話」、実は経営者の本

音は「特定建設業」取得に向けた増資だったということが書かれています。 

この辺りは、講師役の方が色々な経験をされていると思うので、様々な対話の中で課題を

残したことや、あるいは失敗に近いことなども多いと思います。そういった講師が経験した

教訓も含めて、お話ししていただきたいことを書いていただくと良いと思いました。 

また、受注単価の適正化交渉の事例がいくつか出ておりましたが、例えば、事例④の原価

分析等を踏まえたものであるとすると、その手順。親族企業の主要取引先や包装資材部門と

の交渉の打ち手や、成果（粗利益などの増益効果）のポイントを書いていただくと、講師の

方が自分で展開していく時にカスタマイズのヒントになると思いました。 

さらに、事例②の看板商品のリニューアルの事例や、釣り餌の卸売業など、これまで色々

と取り組んだことを思い出しながらこの 17 事例に関しては、大変興味深く読ませていただ

きました。 

 

○座長 

ありがとうございました。 
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○委員 

私からは、それぞれの資料について、少しずつ発言をさせていただければと思います。 

まず資料５ 「逆引き着眼点」でございますが、資金使途、特に運転資金については、事

業者の経営状況を把握する上で、大変重要だと思っております。最近はしばしば予兆管理の

重要性ということも言われているわけですが、この資金使途を把握することで、事業者の経

営状況をしっかり見極め、変化に早めに気付くことができるのではないかと思っています。

この「逆引き着眼点」については、非常に期待する部分として、業種別の特性を踏まえた資

金の確認ポイントがしっかりまとめてありますので、担当者の理解も進むのではないかと

思っています。『着眼点』から、プラスの資金需要なのか、赤字補填などマイナスの資金需

要なのかなどを見定めて、赤字補填資金であれば、資金繰り支援と合わせて、どういった支

援が必要なのか。そのように考える、検討するきっかけにつながると感じています。 

資料６ 取組事例も、非常に良くまとめていただいて、構成も担当者のイメージも非常に

理解しやすい内容となっています。また、今回、名称にサブタイトル「～事業性の理解と経

営改善の視点～」とありますが、金融機関として、資金繰り支援と経営改善支援、両面での

支援の取組を紹介されている事例も大変多くなっておりますので、特に第一線の営業担当

者の参考になるのかなと考えています。 

最後に資料７ ケーススタディは、 “受講者が考える“作りになっており、良くまとめて

いただいています。企業の良し悪しだけではなく、同業種でもビジネスモデルの違いによっ

て、企業の成長の方向性や支援の方向性も異なってきますので、このケーススタディもきっ

かけに研修等の場で、しっかり考え、グループ討議をすることも良いきっかけになると思い

ます。ティーチングブックについては、今後、研修で出た意見等も反映させながら、できれ

ばバージョンアップ等、より充実したものになっていけば良いと感じております。 

 

○座長 

ありがとうございました。 

 

○委員 

 まず資料５ 「逆引き着眼点」につきましては、ベースとなる『着眼点』で深めた業務知

識や、業種の特性などに基づいて、こちらの資料は融資という観点において、簡潔かつわか

りやすい内容になっているという印象を持っております。特に若手行員、経験のない行員に

対しても、非常に有効に活用できるのではないかと考えております。 

次に、資料６ 取組事例、そして資料７ ケーススタディ・ティーチングブックにつきま

しては、研修や勉強会という場において、特定の業種を深掘りする際に、こちらの資料に掲

載されている同業種の事例などを採用することで、よりリアリティのある研修内容、勉強会

の内容にできる、そういった形で活用できると思います。このような資料に基づいて、さら

に業種の理解を深めるために有効であると思います。 
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最後に、資料８ 『着眼点』勉強会に関する取組事例ですが、研修においても、『着眼点』

を一部抜粋して活用しております。今後、研修においても、今回作成された資料をもとに、

さらに活用できるのではないかと思っております。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 

○委員 

内容を拝見し、非常に利用しやすい資料になっているなと感じています。資料５ 「逆引

き着眼点」ですが、こちらの内容を見たところ、資金の流れが図式で見えるようになってい

て、資金不足の原因や、資金の必要性をキャッシュベースで理解でき、図で入れるというと

ころは、非常に見やすいと感じております。そういう部分があって、内容の理解というか、

前提条件が理解しやすくなっているので、そこを基点として、もう少し深く見ていく、とい

う流れができるような気がしています。まずここをやってから、本題（『着眼点』）に移って

いくことができる、スムーズな流れができそうな気がしました。 

資料６ 取組事例ですが、こちらの内容はすごく良い内容だなと思いましたが、ただ、分

量が非常に多いので、活用するときに「どこを使っていこう」ということになり、研修する

側からすると、タイトルを並べた方が分かりやすいのではないかと思います。 

資料７ ケーススタディ・ティーチングブックですが、こちらも非常に内容が深くなって

いて、講師側としてもとても活用しやすいのではないかと思います。また、この中の 14 ペ

ージ、AI の活用のところで、外部環境の把握という基本的なところをやるきっかけになる

と思いました。 

 

○座長 

ありがとうございました。 

 

○委員 

論点１についてです。内容については委員の皆様から完璧なコメントをいただいている

ので、私はどちらかというともう少し視野を拡大したコメントをさせていただきます。ツー

ルの種類が格段に増えたということで、色々なシチュエーションに活用できるセットにな

った、使用価値が高まったという印象を持っています。他方、私や委員の先生方はこのプロ

ジェクトに長い時間関わっているので理解していますが、これだけ充実すると、そうでない

方には資料の使い方が分かりにくくなっていないかということを心配しています。何をど

うやってどういうタイミングで使っていくかという部分を埋めるのが、勉強会や、研修、講

演だと思っておりますが、私はとても面倒くさがりなので、集中しないと読めないものは、

なかなか後回しになりがちで、忙しいと特にそうなのですが、使用マニュアルのような、カ
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ジュアルな動画を一本用意するのはどうかと思います。昨年の暮れから、Gemini3Pro や

Chat-GPT5 になって、格段に AI の能力が上がっており、これからまた数ヶ月単位で上が

ると思います。Gemini と、Gemini の関連ツールである NotebookLM というツールを使う

と、スライド作成も動画もワンボタンでできてしまう。情報の入れ方と、プロンプトを若干

工夫するだけで、見栄えの良いスライドや動画ができます。今後この議論を続けていくので

あれば、やはり AI の技術をうまく活用して、定着を図っていくことを検討いただけたらと

思っております。 

今後の仕様については、委員の先生方のご指摘のとおりだと思っていますが、若干視点を

変えますと、私は昔から、プロジェクトは、現場が自走化していくということが目的だと思

っていまして、これもやはり生成 AI の利用が欠かせないのではないでしょうか。今回、こ

の研究会が数年にわたって作ってきたモデルや、資料、情報は質の高いものだと思っていま

す。それをうまく利用して、NotebookLM であれば、ノートブックという概念、Chat-GPT

だとプロジェクトという概念があって、他の生成 AI にも似たようなものがありますが、ハ

ルシネーションを可能な限り抑えて、変なものを出さないようにするという機能が付いて

います。そういうツールを利用しながら、現場の事情に合わせたものを次々作っていきまし

ょうということで、啓発を図っていく。今まで蓄積されてきたものがかなり活用できると思

います。生成 AI は情報管理の問題がありますので、有料契約であれば、普通はセキュリテ

ィと、外部に学習されない仕組みがあるので、うまく使えばこれを 100 個、200 個と増やし

ていくことができる。そのような観点も、取り入れていただければと思っております。 

 

○座長 

ありがとうございました。 

 

○委員 

 まず、論点１について、説明いただいたとおり、資料５が職員向けだと思います。「逆引

き着眼点」については、１ページ目に「見落としがちな確認事項」について取りまとめてい

ますと書いてありますので、その視点で少し整理されると良いかと思います。情報が多岐に

わたっているので、もう少し絞っても良いかなということが感想としてあります。 

２ページの赤字補填資金に、「損益赤字」とか、資金不足の原因で「収支赤字」という言

葉が出てきます。金融機関にとって一番大事な考え方で、収支という言葉は、「経常収支」

と「損益」は全く別物です。「経常収支」はいわゆるキャッシュベースの経常収支があって、

「損益」は PL 上の足し算引き算になっているので、ここは言葉の使い方に気を付けた方が

良いと思います。収支赤字というものは、実際は経常収支赤字で、損益が赤字ではないこと

もある。一般的には損益が黒字なのだけれど、経常収支は赤字というところだったり、逆の

損益がマイナスで、経常収支はプラスだったりと経常収支と損益を混同し、間違いやすい。

そこが一番大きな分かれ目になるので、表現の仕方はしっかりとしないと、入り口から失敗
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してしまう可能性がありますので、ここはしっかりとした言葉を使って、説明されると良い

と思いました。４ページ目以降から、運転資金の資金使途を探るというところですが、結局、

お客様は何となく今月お金が足りなくなるから、借りたいという話がある中で、例えば４ペ

ージで（書かれている）、客数の増減によるもの、客数増であれば、増加運転資金になるで

しょうし、客数減であれば逆に赤字補填になるということで、運転資金で、正常な運転資金

なのか赤字補填資金なのかを見分ける。そういった逆引きにすると、もっと分かりやすいの

かなと思いました。例えば、３ページから６ページの部分は、正常な運転資金と赤字補填資

金が混ざっていますし、逆に、７ページ、８ページの建設業と製造業については、１ページ

目の「見落としがちな確認事項」というところに触れていると思います。９ページ以降も、

宿泊業に関してはありませんが、サービス業、介護業のところは正常運転資金なのか、赤字

補填資金なのかというところを解いているような文章になっております。 

さらに進んで、設備資金のところでは、例えば、14 ページの製造業のところで、「安定し

た受注継続までの期間に運転資金は必要か」という部分は、これは運設（運転設備）資金に

なるので、こういうところも、混ざっているので、運転と設備を一緒に取り上げていいのか、

いけないのか、設備が 15 年、20 年なのに、運転も 15 年、20 年で一緒にしていいのか、な

ど疑問が出てくると思います。もう少し項目を絞って、最初の「見落としがちな確認事項」

に統一し、運転資金については、正常運転資金なのか赤字補填資金なのかを見極めるポイン

ト、という形で仕上げていくと、逆引きという意味では、非常に分かりやすいと感じました。 

次に、資料６ですが、前回も、非常に感動したということを申し上げましたが、これは講

師向けと、職員向けで使えると思います。前回、取組事例について、AI に読み込ませたと

ころ、８分ぐらいの紙芝居風に面白おかしくというか、起承転結をうまく含んだ紙芝居を作

ってくれました。若手職員に見せたところ、非常に興味深く（見ており）、次は資料を実際

に読んでみよう、という橋渡しになったので、ひと工夫加えると、勉強会等での使い勝手は

より良くなると思います。 

また、資料７ ケーススタディについては、これも飲食店、建設、介護など、いくつか混

ざっていますので、一気に勉強会をやるのではなく、例えば職員が、建設の案件を作ろうと

言った時に、少し 1 分間ティーチングみたいな形にして、「どう思うか」というような、謎

解きをしながら、一緒に OJT で教えていく、そういったツールとして、使えると良いかと

思います。 

資料８についても、取組事例がいくつかあって、①、②は、まさに実施をしているもので

ございますが、その中でやはり事業性評価のところが非常にポイントになるので、そこに興

味を持った職員に対しては、より深掘りさせるようなものを、講師と一緒に勉強させて、活

用していくといいのかなと思いました。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 
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○委員 

まず『着眼点』のサブタイトルに「～事業性の理解と経営改善の視点～」と入れていただ

けたことは、進化だと思いますし、５月 25 日の企業価値担保権のスタート、事業性融資推

進法の施行に向けて、将来キャッシュフローを確認するための一つのツールとして『着眼点』

が活用できると思いました。企業価値担保権の活用において『着眼点』が、効果的なツール

である印象を持つことができるように発信されたことは良かったなと思っています。また、

「逆引き着眼点」の中で、各留意点におけるポイントを、四つか五つにまとめていただいて

いる点などは、実務におけるイメージにつながり効果があると思いました。『着眼点』は、

著作権がフリーという点もありますので、それぞれ独自の事情、皆さんの地域の事情等を考

慮させて、生成 AI を活用して上手に作成していけば、自らが抱えている課題に対してきっ

ちり対応できると思いました。その他のケーススタディ・ティーチングブックも、柔軟に使

える材料が一気に出たという印象ですので、具体的な事業者支援等において良い流れがで

きていると思いました。特に『着眼点』の活用のステップとしては、“周知する“、“理解を

してもらう”、“実践する、活用する”という形で掲げていましたので、それに則って今回の

仕様ができている印象を受けました。 

 

○座長 

どうもありがとうございます。 

 

○委員 

 論点１の①について、研究会での議論を反映しており非常に良いものが出来上がったと

思います。 

まず始めに、資料５ 「逆引き着眼点」ですが、理解しやすいものとなっています。何で

も「ただの運転資金」として稟議に上がるケースが多いですが、「逆引き着眼点」と、運転

資金、設備資金が若手職員に理解しやすく、まとめられていると思います。事業者への一歩

踏み込んだ対話ができるきっかけになるとも思います。取組事例についても非常に良いも

のが出来上がっており、自分の頭の中でも事例に当てはまる顧客がすぐ思い浮かぶ事例と

なっており、すぐに活用できるものとなっていると思います。 

また、ティーチングブックついても、正解を探すことではなく、事象から読み取れる可能

性を類推し、自分で考える内容であり、事務局説明資料にもあるとおり、「実務を伴うケー

ス」の受講満足度が高いという点は、私もそのとおりだと思っていますし、その点から、講

師側が資料を一から作ることがなく、ワークショップ向けの資料となっていると思います。

また、講師側が、ワークショップ向けの資料を作成する際の参考にもなっていることと思い

ます。 

論点１の②について、資料８に記載されている、「効果的な取組の特徴（サマリー）」に記
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載されていることがポイントになってくると思います。このあたりを参考に、各金融機関が

独自の工夫を加えれば良いと思います。 

最後になりますが、経営の関与もポイントになってくると思います。本年 5 月には事業性

融資推進法が施行され、企業価値担保権の導入もあり、今後５年から 10 年かけて、金融機

関のこれまでの考え方が大きく変化する転換期となると思っています。逆に言えば、事業者

支援が出来ない金融機関は選ばれない金融機関になってしまうので、即効性はなかなかな

いが、経営の関与も非常に大事なことだと思っています。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 

○委員 

 まず、論点１①金融機関の職員が利用しやすいものになっているかということですが、結

論から言うと、「逆引き」になって、かえって今の現場の人たちが欲しいニーズに直結した

なとは思います。多分、事業性評価で皆さんが一番悩むのは、これは自分の仕事にどう直結

するのかがリアルに分からないということが、一番大きいと思っています。この資料では、

お金を貸す理由などを、審査に上げなくてはいけないよねという、極めて当たり前の話が絵

に書いてある。当たり前すぎてこんなことを絵にできていなかったと思います。この『着眼

点』の一番良いところは、金融庁のご協力で、こういった当たり前のことを絵に描いている

という点です。若い人たちは、「実は教えてもらっていなかったです」とか、「知らなかった

です」とか、「中途半端でした」ということがあると分かったことは非常に大きいと思って

います。今後の話も少しあるのですが、当たり前のことを惜しげもなく書くということは、

意外と重要だなと思っています。「事業再生をやっているからこういうことは知っているよ

ね」という感覚でいると、結構知らない。こういったベーシックな研修をして、「とても勉

強になりました」と言われると、驚いてしまうのですが、これはこれで、当たり前のことを

伝えるということは重要だと思いました。 

資料６ 取組事例ですが、私もとても感動しました。かなりマニアックで面白いなと思い

ます。個人的にはこれが一番使えそうだなと感じています。やはり、実務にどう使うかとい

うことは、事例を確認するということなので、頭の中で理解して、かつそれがどう実務に落

とし込めるだろうという、組み合わせのマッチングができるということが、机上ベースの研

修ではすごく重要なので、ここの部分を先ほどご意見もありましたが、確かに紙芝居みたい

な感じで教えてあげるなども重要かなと思います。 

次に、勉強会でどう活用するかということですが、『着眼点』は、「逆引き着眼点」で資金

繰りまでいきましたので、資金繰り表を作る、という実務的な研修もあって良いのではない

かと思っています。資金繰り表は、確かご指摘のあった、PL とキャッシュフローは違うと

いうことを、頭の中では分かっているけれど、実際どう違うのかが意外と分からない。会計
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数字というのは結果しかないのですが、資金繰りというのはプロセスで、オンゴーイングな

ので。実はブック上載っていないプロセスを描いているので、資金繰りは簿記も分からない

とできないし、資金繰りが分かっていないと簿記もできないという、そういった組み合わせ

になっているので、テーマとしては資金繰り表を作ってみる勉強会というのは結構効果的

で良いのではないかなと思います。特に再生局面は、資金繰り表も日繰りで作るとかですね。

そういうリアルなテーマは必要です。これは結構重要な話なのですが、資金繰り表が解ると、

なぜこの会社は資金繰りが悪いのだろうとか、なぜサイトが短いのだろう、長いのだろうと

いうことを知るきっかけにもなるのでいいと思います。「逆引き着眼点」を先に出せば良か

った、という話を前回もしたと思いますが、「逆引き着眼点」は色々な副産物が出てくるか

なと思いました。 

資料 5 の 12 ページ目、一時金のところですが、チェックリスト的になっているのですけ

れど、誰から取得したか、誰にどういう支払いをするのかという点も入っていてはどうかと

思いました。重たい資産を買うときは、“誰から買う“ということは重要で、危ない人から買

うということもあるし、どういう支払い形態かというのも、恐らく資金繰りに大きく影響す

るので、聞いていただいた方が良いのではないかと思いました。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 

それでは私からも少しだけコメントいたします。全体的にすでに『着眼点』を、知識とし

て理解する段階から、業務で活用可能な判断軸へと発展している構成になっていると評価

できると思います。図表もうまく使われていて、全体としてはとっつきやすいものになって

いると思います。 

他方で、図表が意味しているところが、十分に分からないなと思うものもありました。例

えば、資料７ ケーススタディ・ティーチングブックの３ページの下段に、事業性評価と再

生支援に矢印が付いていますが、これと右側の項目がどういった関係があるのかが、私には

ピンとこなかったです。もちろんこれも、実際の勉強会では、講師による補足説明がされて

いるということが想定されているので、問題ないのかもしれませんが、文章として、一言補

足があると、自習をする時には役に立つかと思います。 

また、資料６ 取組事例では、これは各委員から出ていたように、非常に良い資料で、私

も参考になるなと思った事例がいくつもありましたが、同時にこの取組事例を全部読んで

勉強する、とするのか、まず初めての人だと関心のあるところとか、今直面しているところ

から読んでみようかという方法があるのかなと思います。その意味では、目次というか、リ

ストというか、それぞれの事例からどんなことを学んでほしいのか、少し教科書的になりす

ぎるのかも知れませんが、この事例からはこんなことを学んでほしいというようなポイン

トが明示してあると、こういうところから学んでみようかというきっかけになるのではな

いかと思いました。また、例えば取組事例の事例⑤は、読んでみると、再チャレンジの案件
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であるということが分かります。ライフステージごとに整理した表が別にあって、再チャレ

ンジであれば、事例⑤番他に何番と何番を見るといいのだろうか、というように整理してお

いても良いかと思いました。 

論点１として本当はここでもう少しご議論いただくべきなのですが、ここまでにさせて

いただきます。次は、論点２です。具体的には、金融機関が人材育成に課題を抱える中で、

今後どのような人材育成を行っていくべきかという点に議論を移したいと思います。こち

らもお一人 2、3 分でご発言をお願いしたいと思います。 

 

○委員 

私からは、アウトサイダーの意見ということで、ご容赦いただきたいと思います。一方で、

多くの従業員を抱えている経営者として、若手人材育成というものは共有されている課題

でございますので、そういった観点からコメントいたします。 

まず、「どのような人材育成を行っていくべきか」についてです。これはやはり、企業価

値担保権あるいは事業性融資推進法ですけれども、そういった形での融資でなくても、ここ

にいる委員の方、皆様そうお感じだと思いますが、洞察し、かつ寄り添える人材になれるか

というところが重要だと思います。企業価値担保権のことについて、ある方に聞いたところ、

担保価値としてはあまり評価しておらず、むしろ同じコックピットに乗るというか、運転席

に同時に乗る覚悟と権利であるというお話をされていました。そうすると、取引先の経営陣

とのコミュニケーション能力、コンサル力、ひいては人間力みたいなものを、涵養していか

なければいけないだろうと思っています。金融機関の自社のローカルルールに精通すると

いうことでなくて、チャレンジングなことができる、リスクも取る。リスクは、融資でのリ

スクというよりは、人間的なコミュニケーションとしてのリスクを取るという経験が必要

になってくるかなと思います。 

その関連で金融機関の人事評価がどうなっているのかに興味があります。売上に直結、も

しくは、利益に直結する活動ではなく、事業再生はリスクの塊みたいな仕事ですが、そうい

ったところを一生懸命やっていることに対する評価がどのようになっているかということ

です。そういったことも勉強して、一生懸命社長と一緒に伴走する。場合によって対峙する。

難しい仕事ができたこと、やろうとしていることに対する評価、こういったことが、若手と

難しいことにチャレンジしていく、ということにつながるのではないかと思っております。 

もう一つは、武者修行的な経験です。今、色々なところで若手を出向に出したりしている

と思います。企業内での、色々な異動もありますし、金融機関内での異動もありますが、例

えば M&A 一つ勉強させるのであれば、FAS 系コンサルファームに出されていると思いま

す。出向中の若手職員に話を聞く機会があるのですが、出向期間が結構期間が短く感じるこ

とが多いです。半年とか、場合によっては３ヶ月というのを聞いたことがあります。２年と

いうのはほとんど聞かない。これはご事情なので、仕方がないと思うところもあるのですが、

半年ですと M&A 案件１件も完遂できないですよね。その理由を聞いたところ、「あまり長
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く行くと、快適すぎて辞められるのが困るのではないですか」というシニカルな意見を言っ

ていました。万が一退職リスクが相応にあるとしても、「活躍してこい、辞めるなら辞めて

いい。ただ活躍して大きくなって戻ってこい」というような、大きな懐で人材育成をしてい

くのが、金融機関の職員のようにレベルの高い人の育て方なのかなと思います。 

 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 

○委員 

委員のご意見に誠に激しく共感するところです。10 年近く務めた組織では、地方銀行を

中心に銀行からの出向者を 20 名ほど、ピークで 100 名近い組織の中におりました。皆様非

常に成長されていったと思います。 

また、例えば、（資金繰りを測る）「経常収支比率」と（収益状況を測る）「経常損益比率」

を理解していないような方もいました。色々なことが一つのるつぼになって、皆成長してい

った過程だったのではないかと思います。詰めた研修などはできなかったのですが、こうし

た相互の研修で 750 先という、多くの支援決定ができました。 

翻って、今、金融機関の経営環境は、特に与信費用だけ見ると、凪の状態なのではないか

と思います。一方で、「企業価値担保権」時代というか、取組事例④もそうなのですが、公

庫と信用保証協会とリスクシェアをしながら、やるぞと言ったら、まさにコックピットに同

乗して、有担保 DDS と経営サポート保証で、短期の継続資金を全部当行で出す、という時

代になってきているのではないかと。 

人事評価も支店長を経験しないと参事役にしないなどといったようなことではいけない。

武者修行も２年と言わず、２年×２回でも、３年でも良いし、長期な形で、M&A なり、再

生セクションなり、あるいは保証協会さんの経営支援部など、出向という形ではない連携の

仕方もあるかと思います。そのようなことをやっていかないと、特に今後、大規模自然災害

などで、信用収縮が激しく起きる時も出てくるのではないかと思いますが、そのような時に

世代間ギャップが起きないように、サブプライムローンのリスク拡大からリーマンショッ

クでこういうことがあったなど、今の経営者はご存知なので、うまく伝承していくような人

材育成ができると良いと思っております。 

 

○座長 

どうもありがとうございます。 

 

○委員 

人材育成はいつでも大きな課題と言いますか、日頃から我々の職場でも大きなテーマだ

と思っています。 



 

80 

先ほどから、いくつかご意見もある中で、外に武者修行に行かせるという例はないのです

が、ご意見を聞いていて、武者修行は良い取組みだと思いました。限定的にはやっているの

ですが、なかなかできない部分もあります。そういった中で、特に経営支援の場面などは、

金融機関を始め、様々な関係機関、支援機関と一緒に議論する機会は多いので、そういった

議論の機会を多く持つことで、外の意見や取組みも経験しながら育成につながっていけば

良いと感じているところです。少し内向きの話になりますが、日頃若手職員とも接している

中で、若手職員は決して勉強不足ということではないと思っていて、色々な知識を吸収しよ

う、深めようと努力していると感じるところもあります。ただ、「知る」とか、「知っている」

という「知識」から、「理解する」、「活用する」というステップアップのところが、なかな

か十分にできていないのかなとも感じています。今回示していただいた資料８にも、勉強会

に関する取組事例が１ページ目に書かれていますが、最初の、「知る」と「分かる」との間

に、非常に大きな壁のようなものがあると思っています。この壁を乗り越えてステップアッ

プするためにも、組織的な取組みというものが重要だと思っております。例えば、『着眼点』

も業務の中にしっかり取り入れて、組織的に活用するということが大事だと思っておりま

す。活用が求められなければ、「知る」という第一段階にとどまってしまう。「知る」からス

テップアップするということも、基本として大切だと思いますけれども、意識して「活用さ

せる」ということで「理解」する。理解が足りなければもう一度知識を見直す。逆の流れで、

浸透させていく。こういったことも必要かと考えております。人材育成については、我々の

職場でも日頃から感じていることですが、何が正解かということは分からないものの、逆に

こういった機会に委員の皆様のご意見を聞きながら、参考にさせていただければと感じて

いるところです。 

 

〇座長 

ありがとうございます。 

 

〇委員 

事業性融資に関する営業メニューに絞ってお話しさせていただきますと、かつては融資

もしくは、融資の関連商品のみだったものが、現在は、例えば事業承継や M&A 人材紹介な

ど、本業支援につながるようなところまで広がっています。そのような中で、顧客ごとに固

有の課題やニーズを様々な視点から顕在化させ、お互いに共有し、課題の解決やニーズに応

えるべく、ソリューションを提供することが求められております。そのような対応を可能と

する人材育成という部分においては、座学だけでは足りず現場での OJT が不可欠であると

感じております。 

一方で、今、現場においても限られた人員で営業しているというところもありますので、

なかなか現場だけの OJT でカバーしきれないという部分もあります。そういったところは

本部の人員も投入しながら OJT を行うなどの方法を用いた人材育成が重要だと考えており
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ます。 

 

〇座長 

ありがとうございました。 

 

〇委員 

どのような人材育成を行っていくかという点では、大きく二つあるのではないかと思っ

ています。 

まず１点目は、目先にある本当に大変な状況の企業に、いわゆる高度に対応できる人材を育

成すること。もう一つが、そこに入る人数を増やしていく教育の仕組み。これらが大事なの

ではないかと思っております。 

事業者に深く対応する人というのは、ある程度本部で事業再生に多く携わってきた人た

ちにも当然入ってきてもらわないといけない。また、そこに入ってくる人を増やすためにも、

入り口の人を増やさないといけない。そのため、研修などをして、増やしたいなという思い

で私はやっております。 

事業者支援、事業再生がしっかりできる人員という点では、やはり外に出て、知見がある

ところに行くと、本当に勉強になると思いました。そういった取組を多くすれば、出向先か

ら戻っても、必ず戻った組織の中で知識が下に降りていくというか、流れができると思うの

で、そういった取組みと、前述の二つをやっていくとうまく事業者支援が回っていくのでは

ないかと思います。 

 

〇座長 

どうもありがとうございました。 

 

〇委員 

私は「どのような」というところが、少し迷ったのですが、まず、お客様に頼られる人材

に育ってもらいたいし、部下を育成できる人材になってもらいたい。なおかつ、融資だけに

限れば、担保保証に依存しない判断ができる人材に育ってもらいたい。そのためにどういう

育成をしていくのかというと、例えば常に伴走し続ける組織体制で、人材を育成していかな

ければいけないと考えております。 

改善支援先を 500 先ほど抱えておりますが、支店の担当が変わっても、本部で、しっか

りとその会社に伴走しておりますので、改善に対する育成は、長期にわたって育成をしてい

く、という仕組みで人材を育てています。なおかつ、そこに関わった人材に対し、定期的に

本部で教育をし、意見交換をしながら、お客様の伴走ができるような形で支援をしている状

況です。Z 世代は、早く結果を求めるというか、少しせっかちというか、早く一人前になっ

て、安定したいといった考え方があり、先に答えを知りたいという世代だと思う。例えば映
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画などでも、最後に感動する、しないというのは、その人それぞれの感覚なのだと思います

が、先に答えを知りたい、先を知り面白いのであれば見たい。そういった子達が Z 世代の

子達なので、そういう子達をどう育てていくのかというところですが、非常にタイパという

か、時間をかけた割に成果が上がらないと損したという感覚を持つ世代だと思います。そう

いった子達をどう育成というか、一緒になってやっていくかということは、やはり答えを教

えながら、あまり褒めすぎても目立ちすぎても嫌だという子達なので、一緒に成功体験をさ

せ、ゆくゆくは、自分が部下を育てていってほしいと伝えながら、今一生懸命育てている状

況です。答えになっているか分からないですが、まずはどういう人材にしたいのか、それに

向けてどうやって寄り添っていくのかというところをお話しさせていただきました。 

 

〇座長 

どうもありがとうございました。 

 

〇委員 

金融機関は短期的な目標設定で人事評価され数字を追いかけるような風土があるところ

が多いと思うのですが、これからは、長期的な目標を持って取り組めるような風土になって

いただくタイミングが来ているなと思いました。 

先日、金融庁で開催された『着眼点』の勉強会に参加させていただきましたが、企業価値

担保権をテーマに、事業性評価のポイントやコベナンツの考え方を具体的に考えることが

できる講義だった点が印象的でした。2014 年頃より事業性評価に基づく融資の推進に注力

し、事業性評価能力を高めることについて、金融機関は尽力してきたと思います。企業価値

担保権の活用は、取引先企業の事業理解を的確に行うことを前提として、将来キャッシュフ

ローを見抜く力や、企業経営者と目線合わせをすることが大切です。そのうえで、効果的な

モニタリングができるコベナンツの設定、さらには若手を中心とした目利き力の向上につ

ながっていくと考えており、「人材育成」の観点からも、うまく利用できるタイミングが来

ていると思っています。また、企業価値担保権の特徴のひとつは、金融機関自身が自らの努

力で企業価値いわゆる担保価値を向上させることができる点だと思います。今後、金融機関

の人事評価制度の中で事業性融資の位置付けを、今一度見直すことができれば、金融機関自

身の資産の良質化にもつながっていくことにもつながり、人材育成においても効果的と思

います。金利ある世界に入り収益改善できた金融機関においては、人事評価の時間軸を長期

的な目標設定としていくことも必要だと感じています。 

 

〇座長 

どうもありがとうございました。 
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〇委員 

論点２についてですが、事業性融資推進法も施行され、金融機関にとっては転換期にある

と思っています。特に地域金融機関にとっては、総花的な商品やサービスの提供ではなく、

選択と集中が求められてくると思います。審査等においても効率化や機械の導入、AI 等の

活用も進んでくることと思います。ただ、私はそれだけではないと思っておりまして、日本

の中小企業の割合は 99.7%であり、本研究会で取り上げられるような人材・金融機関がこれ

まで以上に求められてくるのではないかと思っています。逆に言えば、これができなければ、

淘汰されてしまうような気もしています。地域金融機関にとっては、真の事業者支援ができ

る人材の育成がマストになってくると思っています。また、それが日本経済の発展にもつな

がるとも思っています。 

例えば、中小企業診断士の資格取得推奨なども一つの方法ではあると思いますが、資格の

取得ではなく、現場で真に事業者と寄り添える人材の育成が急務だと思っています。場数を

踏ませること、知見の伝承がポイントになってくると思っています。 

 

〇座長 

どうもありがとうございました。 

 

〇委員 

私自身も人材育成をどのようにやっていけばいいですかと聞きたいほどです。研修には

色々な人材がいます。金融機関の方々はある意味リテラシーが統一しているので、金融機関

ごとに、とても仲良くなるのですが、弁護士や会計士などもたくさん来ている。業種のるつ

ぼみたいな面があって。私も経験があるのですが、先ほど、経常収支と経常利益の違いが分

からないという話も、まさにそうで、言葉の違いで全然解釈が違うのだなということを私自

身もすごく学びました。それを契機に好奇心が湧いて、自分で勉強しようという気になりま

す。それは、出向された多くの方がそうで、すごく刺激を受けたといいます。同じ銀行員同

士もそうですが、実は違う業種の人たちとすれ違うことで、化学変化が起きてくる。本当は

経営者をやっていてこんなことを言って申し訳ないのですが、あまり研修などで自分が成

長したという経験がないのです。なので、ただ、やってきたことは、刺激を受けて、自分自

身に投資をして、色々な教材を引っ張ってきて勉強するということを、ずっと地味にやって

きています。人材育成というものは、みんな仕組みなども考えるのですが、一番重要なのは、

本人たちの動機づけにフィットしないのではないかと思っています。私も研修の中で、地域

金融機関の皆さんに、「リージョナルバンカーになろう」と言っていますが、今一つ刺さら

ない。これはどういう意図かというと、金融機関はやはりバランスシートの右側から見てス

タートしていますが、それが色々な形で右下に行ったり、メザニンと言って真ん中に行った

りとか。事業性評価というものは、まさに左側の話ですが、こうやって拡大していきます。

このように拡大して、知識を広げられる職業って、実は金融しかないです。実は、事業会社
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の人は左側しか考えていないので、事業側の人はバランスシートの右側は考えない。でも金

融機関の皆さんは右側から入っているので、そういう意味では、企業の課題、ひいては地域

の課題を考えよう、という視点になって欲しい。そういった人材を育てるのが、地域活性化

につながると勝手に思っています。 

「逆引き着眼点」が良いなと思った理由は、いきなり事業性評価に行くのではなくて、原

理原則バランスシートの右側からスタートしているので、そこからどうやって広げていく

かということを、マネジメントとしてリードしてあげる必要があるのではないかなと思い

ます。 

例えば「事業再生をやっていた人」とはどういうことかというと、バランスシートの右

側からスタートするのですが、結局は右下も真ん中も左側も見なければいけない。さらにそ

の職業、例えば弁護士だとか会計士、税理士もそうですが、場合によっては自治体とか、そ

ういう人たちとの接点を持って、広がりが出てくるので、一言で言うと“楽しい”のだと思い

ます。“楽しい”とは何かというと、自分が成長しているとか、知識が拡大していることを体

感しているので、もっと勉強するというサイクルになっていると思っています。 

少し批判的なことを申し上げて、大変恐縮ですけれども、今の金融機関は、どうしてもパ

ッケージ商品を売りたがるというか、出来上がった商品を大量に売るというモデルなので、

そういった生産的ではないことは、仕組みとして入れづらいという部分があると思います。

このような実態が、事業性評価が浸透しづらい本当の理由で、おそらくここにいらっしゃる

皆様は、昔からやっている方で、俺が若い頃はこうだった、というものがあると思うのです

が、今の金融機関は、パッケージ化して、生産性とか効率性ということを言っているので、

一人一人のプレイヤーがプロダクトを作るのではなく、作ったプロダクトをリリースして

いるだけになっているのだと思います。本来の仕事はプロダクトを作る側の人たちであっ

たのが、今は配る人になってしまっているということが大きいので、そこの部分に価値がで

きている、ということをうまく伝えられる研修が良いなと個人的には思います。そのために

事例や体験で、「昔に取った～が」などと言うと敬遠されがちかも知れませんが、今の私た

ちには、本質的に必要なことだと思っています。 

もう一つ触れなければいけないのは、AI についてですが、劇的に発達してきていて、実

はここで検討した話は全部 AI に聞けば出てくるような時代が近いところに来ていると見て

います。我々自身も、実はそこにあまり付加価値もなくなってしまっているので、例えばデ

ューデリとか事業性評価とかあまり付加価値がないと思っていて、むしろその分かってい

るソリューションをいかに伴走支援で実現させるかということに重きが置かれていて、そ

こに人材の価値があるということになるので、人材育成の視点で言うと、結局、単純に言う

とコミュニケーション力だと思います。例えばこういったソリューションがあるというこ

とを経営者と話しても、経営者がやってくれなかったら、実現していないので意味がない。

一昔前のコンサルは、いわゆる美しいソリューションを出すことが華とされていましたけ

れども、今はそういうのは必要ではなくて、いかにそのソリューションをやり切ってくれる
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か、そのようなコンサルの方が本当に有用だと思っています。それはなぜかと言うと、皆さ

ん自身がソリューションの絵をつくれるようになってきているし、AI がある程度ソリュー

ションを出してくれる時代になってきているので、いかに実行していくかということで言

うと、社長とのコミュニケーション力とかそういったことが重要で、OJT に尽きると思っ

ていて、OJT をやりながらトークの力をつけるということだと思います。それに気付くに

は、結局どういう人材が有効なのかということを示してあげないと、若い人はそこには辿り

着けないと思います。少し複雑な話で恐縮ですが、マネジメントが決めることだとは思うの

ですが、人材育成の観点では OJT とトーク力はすごく重要になってくると思いました。 

 

〇座長 

どうもありがとうございました。 

終了の時間になってまいりました。私も一言だけ申し上げて終わりにさせていただきた

いと思います。 

多くの金融機関において、人材育成、特に若手職員の育成力が低下しているという危機感

が、本事業が始まった大きな理由だったと思います。その意味で、『着眼点』の活用が進む

中で、人材育成に一定の成果を果たしてきたことは間違いないと思います。勉強する意欲が

あっても、勉強するモノがない、勉強する機会がないと勉強できないところ、色々な形で勉

強する機会を与えてきたということだと思います。これが長続きするのは、委員の皆様がお

っしゃっていたように、勉強した成果が実際に活用できて、お客様に「ありがとう」と言っ

てもらえると、ますます勉強しようという良い循環に入ると思うので、今後進んでいくこと

を期待したいと思います。 

地域金融機関の支店長向けのアンケートを実施した結果では、ほぼ全ての支店長がお客

様のために働きたいとおっしゃっていて、まずそういうマインドを共有するということが

人材育成でも重要かなと思います。先ほど、リージョナルバンカーになろうというお話もあ

りましたが、こういう仕事って楽しいよね、やりがいあるよね、という価値観を共有すると

いうことが大事かなと思います。 

この後も、皆様方にご意見を頂戴したいところではありますが、時間的に難しくなってお

りますので、事務局で引き続き検討していただきまして、より良い資料を最終的に出してい

ただきたいと思います。また、本日のご意見について、時間の関係でご遠慮いただいた部分

も、多々あるかと思います。もしそのようなことがありましたら、事務局宛にご一報いただ

ければ、それも踏まえて最終的な成果物を作っていただけると思います。 

それでは、活発なご議論をありがとうございました。本日の議事内容は以上となりますの

で、以降の進行は事務局でお願いいたします。 

 

〇事務局 

座長、委員の皆様、ありがとうございました。 
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それでは、第３回「業種別支援手法に係る研究会」の閉会に当たり、ご挨拶を頂戴したい

と思います。まず座長からよろしくお願いいたします。 

 

〇座長 

今年度も３回に渡り研究会を開催し、委員の皆様には大変熱心にご議論をいただきまし

た。委員の皆様、並びに事務局の皆様のご尽力により『着眼点』は地域金融の現場において

着実に浸透しつつあるものと感じております。今年度作成されました各種の教材が今後幅

広く活用され、地域金融を支える人材の育成につながることを期待しております。 

次年度もこれまでの成果がさらに進化し、現場での活用が一層進んでいくことを期待し

ております。本委員会の議事運営にご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

 

〇事務局 

ありがとうございます。 

 

〇金融庁 

ありがとうございます。令和７年度の「業種別支援手法に係る研究会」は本日の第３回で

年度としては最後ということで、一区切りでございます。一言ご挨拶申し上げます。 

本日も、令和７年度の成果物の活用や、金融機関における目利き力ある人材育成の今後の

在り方について貴重なご意見を賜りました。座長並びに委員、オブザーバーの皆様に心より

感謝申し上げます。 

昨年末には地域金融力強化プランが取りまとめられましたが、そうした動きに代表され

るとおり、金融機関が、早期の経営改善支援を含めて、借り手企業の価値向上のための取組

みを加速していくということが、引き続き求められていると認識しております。また、本日

も何名かの方からお話がありましたが、５月 25 日の事業性融資推進法、企業価値担保権制

度の施行を控えまして、借り手企業の事業内容や、その将来性に対する目利き力を高めてい

くことの重要性が改めて認識されていると考えております。 

そうした中、この『着眼点』は、事業再生支援といった限られた場面だけではなく、融資

実行に当たっての借り手企業の事業性に対する理解の促進や、経営改善にも幅広く活用で

きるという点が、本研究会の共通認識だと理解をしております。このため、『着眼点』の名

称自体は変更しませんが、「～事業性の理解と経営改善の視点～」というサブタイトルを付

すことになったということで、これまでの成果物等が金融庁の WEB サイトに一覧性のある

形で掲載されておりますが、実際のところ、目利き力のある金融人材を育成していく上で、

非常に重要なインフラを提供するものと言って良いのではないかと思っております。 

当然ながら目利き力の養成は、息の長い取組みが必要ですし、本事業は令和４年度にスタ

ートし、４年が経過いたしましたが、先ほど、座長からもお話がありましたとおり、令和８

年度もその時々に期待される役割を的確に見定めていければと考えております。特に、今年
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度までの調査におきまして、各金融機関による人材育成に向けた取組みの自走化という点

に課題があるということが、明らかになったところでございますので、若手を中心とした目

利き力養成に向けた、地域や組織としての継続的な取組みが広がるよう、後押ししていけれ

ばと考えておりますので、引き続きお力添えをいただけると幸いでございます。 

最後になりますが、事務局の皆様にも改めてお礼申し上げます。簡単ではございますが、

私からは以上でございます。ありがとうございました。 

 

〇事務局 

ありがとうございました。 

それでは委員の皆様、大変ご多忙の中で事前の意見交換や本研究会へのご出席、資料の確

認と多岐に渡りご尽力賜りまして誠にありがとうございました。昨年はケーススタディに

注目していただき、今年度は、「逆引き着眼点」や取組事例、ケーススタディなどについて

様々なご意見を賜りました。ありがとうございます。 

実務と『着眼点』が、だいぶ近づいてくるような環境が少しずつ整ってきたのかと考えてお

りますが、研修や勉強会などでより使いやすい状態にしていきたいと思っております。最後

までよろしくお願いいたします。引き続き、皆様のお力添えを賜ることもあるかと存じます

が、何卒よろしくお願いいたします。 

それではこれにて令和７年度「第３回業種別支援手法に係る研究会」を閉会させていただ

きます。どうもありがとうございました。 

 

〇座長 

皆様、ありがとうございました。 

 

以上 

 


